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　【13】螺髻梵志と「法典」に記された林住期・遊行期のバラモンの生活

　［0］前節では仏教の原始聖典と後期聖典に描かれる螺髻梵志がどのような宗教者であっ

たのかを調査した。これらのあり方は、実は「ダルマ・スートラ（dharma sUtra）」（以下

「スートラ」という）や「ダルマ・シャーストラ（dharma SAstra）」（以下「シャースト

ラ」という）など「法典」に描かれるバラモンのアーシュラマの第 3 の林住期（vAna- 

prastha）、第4の遊行期（parivrAjaka）（1）の生活、特に林住期の生活様式と酷似しており、

ここから螺髻梵志とはバラモンが隠棲して林住する姿であると結論することができる。

　以下は前節においてまとめた原始仏教聖典に記述された螺髻梵志の生活形態や修行項目に

ついて、いくつかの「スートラ」と「シャーストラ」の規定を対応させたものである。整理

の項目番号は前節の「まとめ」に付した番号に合わせた。

　「スートラ」についてはここでは『ヴァイカーナサ・スマールタ・スートラ

（VaikhAnasasmArtasUtra）』と『ガウタマ・ダルマ・スートラ（GautamadharmasUtra）』
を、「シャーストラ」についてはここでは『マヌ法典（ManusmRti）』と『ヤージュニャヴァ

ルキヤ法典（YAjJavalkyasmRti）』を用いる。これらを選んだのは単に日本語訳が存すると

いうだけのことで深い意味はない。要するにこの方面での筆者の学識不足を物語るわけであっ

て、以降の論考には初歩的な間違いが大いにありうる。それでも我々の総合研究のためには

一定の結論を得ておく必要があり、また管見する所こういう視点で螺髻梵志について論究し

た論文がないので、勇を鼓してあえて公表することにした。もし間違いがあればぜひご教示

願いたい。

　またこれらの成立年代についてはさまざまな学説があり、未だ定説のようなものが成立し

ていないようであるので、一般的な見解を採用して、一応「スートラ」の方が「シャースト

ラ」よりも古く、おおよそ前者は本論文が採用する「原始聖典」に対応し、後者が「後期聖

典」に対応すると解しておく。なおこれらの規定を紹介するときには、原則として「スート

ラ」と「シャーストラ」を分けることとするが、その違いを特に注意する必要がない場合は、

併せて紹介する。

　なお文献の引用に際しては（）のなかに略号をもって示した。Vaikh. はVaikhAnasa-

smArtasUtra、Gaut. はGautamadharmasUtra、Manu.はManusmRti、YAjJ.はYAjJavalkya-

smRtiであって、数字は節番号と偈の番号である。ただしVaikhAnasasmArtasUtraは他のよう

に、テキストがきっちりと詩節に分かれていないので、章・節番号で示した。また文章中に

「法典名」を出す場合には、Vaikh. は『ヴァイカーナサ法経』、Gaut. は『ガウタマ法経』、
Manu.は『マヌ法典』、YAjJ.は『ヤージュニャヴァルキヤ法典』とした。

　日本語訳は VaikhAnasasmArtasUtraは中野義照訳の「ヴァイカーナサ法経和訳」（『密教

研究』38、高野山大学密教研究会、昭和5年10月）、GautamadharmasUtraは同じく中野
義照訳の「ガウタマ法典」（『密教研究』44、高野山大学密教研究会、昭和 7 年 4 月）、

ManusmRtiは渡瀬信之訳の『マヌ法典』（中公文庫、1991年）、YAjJavalkyasmRtiは井狩

弥介・渡瀬信之訳の『ヤージュニャヴァルキヤ法典』（東洋文庫、2002年）を利用させて

いただいた。引用にあたってはもとの文章をそのまま掲げることを原則としているが、判り

やすいように若干の修正を施したところがある。しかし原意を改変する修正は行っていない。
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大きく修正した部分については注記しておいた。また中野義照氏の和訳については現代仮名

遣いに改めた。また翻訳者の異なる日本語訳を使用したため、同じ原語が別の言葉で翻訳さ

れているが、これは原則として修正しなかった。そこで重要な語句には煩を恐れず原語を掲

げるようにした。

　使用した原テキストは以下に紹介したものであり、それぞれの訳書が使用しているものを

利用した。

ed. Umesh Chandra Pandey：The Gautama-dharma-sutra , with the ‘MitAkXarA’ 
Sanskrit Commentary of Haradatta , 2nd ed. , Choukhambha Sanskrit Sansthan, 
1986. -- (Kasi Samskrit Series ; 172).

ed. NArAyaN RAm AchArya“KAvyatIrtha”：The ManusmRti with the Commentary 

 ManvarthamuktAvalI of KullUka, NirNaya SAgar Press, Bombay, 1946

ed. J. L. Shastri : ManusmRti with the Commentary ManvarthamuktAvalI of 

KullUka BhaTTa, Jawahar Nagar, Delhi, 1983 (Reprint 1990)
ed. T. GaNapati SAstri：The YAjJavalkyasmRti, with Commentary BAlakrIDA of  

ViSvarUpAcArya, Trivandrum Skt. Ser., 1921-22. Reprint (New Delhi: Munsiram 
Manoharlal, 1982)

　しかし ed. W. Caland,VaikhAnasasmArtasUtra, Calcutta 1927についてはそれを入手でき
なかったので、これについてはこれを定本とした電子テキストを利用させていただいた。こ

の電子テキストは京都大学人文科学研究所がインターネットを通じて公開している『古典イ

ンド法典テクストファイル』（共同研究班「古典インドの法と社会」班長・井狩弥介氏）で、

このほかの上記「法典」についても大いに利用させていただいた。記してお礼を申し上げた

い。

　　　　（1）Vaikh. と Gaut.では第 4のアーシュラマは‘bhikXu’と呼ばれる。また Vaikh. では以下に
紹介するように「遁世者（saMnyAsin）」とも呼ばれている。Gaut. では「（住期に）梵行
学生期（brahmacArin）・家住期（gRhastha）・比丘期（bhikXu）・ヴァイカーナサ

（vaikhAnasa）（すなわち林住期の 4種あり）。家住期はこれらの胎（yoni）なり。何とな

ればその他のものは子孫を挙げざればなり」（Gaut. 3-2~3）とするように、第 3のアーシュ
ラマは‘vaikhAnasa’と呼ばれる。本論文では「林住期」と「遊行期」を用いることとする。

　［1］「法典」に述べられる林住期・遊行期のあり方は、言うまでもなく原則としてバラ

モンの生活方法を規定したものである（1）。林住期・遊行期の生活様式が螺髻梵志の生活様

式に一致するとするなら、螺髻梵志がバラモン階級出身の修行者であった何よりの証左とな

る。しかし「法典」もバラモン以外の再生族であるクシャトリヤがこのアーシュラマに入る

ことを禁止しているのではない。『ヴァイカーナサ法経』には、

　　　婆羅門族に対しては4種のアーシュラマあり、クシャトリヤ族に対しては初めの3種、

ヴァイシャ族に対しては初めの 2 種 な り（ brAhmaNasya-ASramAS catvAraH 

kXatriyasya-AdyAs trayo vaiSyasya dvAv eva）。（Vaikh. 1-1）
とし、クシャトリヤのアーシュラマとして学生期・家住期・林住期を上げている。

　また以下に紹介する『マヌ法典』の日本語訳で「ブラーフマナ」と訳されている言葉は、

林住期、遊行期を通じてほとんどの場合‘dvija’である（2）。これは「再生族」を意味する
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から、再生族については少なくとも林住期には入ることができたと解釈すべきであろう。後

期の原始仏教聖典においてはクシャトリヤやヴァイシャの螺髻梵志がいたことを想像させる

ので、「法典」の言うところに合致する。

（1）「ダルマ・スートラ」の中でも『バウダーヤナ・ダルマ・スートラ（BaudAyanadharma-

sUtra）』や『ガウタマ・ダルマ・スートラ』は建て前上は学生期の後、家住期のみが唯一の

住期として認められた。しかしその法経中に引用される別の派や『アーパスタンバ・ダルマ

・スートラ（ApastambadharmasUtra）』では、学生を終えた後は、家長の道をとるか、そ

れとも３種の禁欲の道をとるかは、対等の選択肢として並べられているとする。３種の禁欲

の道とは、学生、林住者、遍歴者である。渡瀬信之著『マヌ法典──ヒンドゥー教世界の原

型』（中公新書　1990　pp.039~045）

（2）Manu.6-1、27、37、40、85、91、94 は‘dvija’であり、文字通り‘brAhmaNa’とする

のはManu.6-30、38、51、70、97 である。

　［2］螺髻梵志は家族や夫婦で暮らす場合もあり、家との関係も断絶したものではなかっ

たが、しかし「出家」という認識が持たれていた。「法典」には家住期を終えて林住期に入

る様子を次のように記している。

　［2-1］『ヴァイカーナサ法経』には

　　　家住者は五火または三火を持ちて妻を伴い（sa-patnIkaH）、家より森林のアーシュ

ラマ（vana-ASrama）に行くことを得。（Vaikh. 1-6）
とされているが、

　　　林住者には妻を伴うものと妻を伴わざるものとの 2 大別あり（vAnaprasthAH 

sapatnIkA-apatnIkAS ca）。（Vaikh. 1-7）
ともされる。このうち妻を伴う林住者の林住期への入り方は、

　　　ソーマ祭を執行し子と孫とを見たる家住者は（gRhasthaH somayAjI putraM pautraM 

ca dRXtvA）かの子息等を家に自立せしめて剃髪をなし……妻とともに森のアーシュラ

マに行く（sArdhaM vana-ASramaM yAti）。……家庭祭火に供養をなし（aupAsanaM 

homaM hutvA）……。（Vaikh. 2-1）
と定められている。妻を伴わない場合は、

　　　妻を伴わざる者（a-patnIka）は比丘（bhikXu）のごとくに、……妻を子息に委託し、

常のごとく火を己中に蔵したる後、樹皮・祭纓（upavIta）等、乞食器を取りて聖火を

伴わず（an-agnir）、妻を伴わずして（a-dAro）森に行きて住すべし。（Vaikh. 2-5）
とされる。

　妻を伴う林住者もいたわけであるから、したがって女性（妻）としての林住者の心得も規

定されている。

　　　髮の端に至れる、あるいは曲がらざる竹の二杖を（keSAnta-AyataM vA-apy avakraM 

vaiXNavaM（1） dvi-daNDaM）とる。……水瓶（kamaNDalu）と土器（mRD）との二器を

とり、……森林・山間・閑寂処・河岸に〔前もって〕森のアーシュラマを（vane-adrau 

vivikte nadI-tIre vana-ASramaM）作りて、……火炉を（agni-kuNDAni）作るべきなり。

（Vaikh. 2-3）
　しかし第4の遊行期は、
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　　　70歳以上の老年に達したとき（saptaty-UrdhvaM vRddho）、子息なく（an-apatyo）

あるいはやもめ（vidhuro）となりしとき、……その時こそ、あるいは妻をその子息に

委託して、林住期より遁世期に入ることを得（vanAt saMnyAsaM kuryAt）。（Vaikh. 
2-6）

　　　袈裟衣を着し、一切を捨離し交接を捨て（maithuna-varjanam）、不偸盗等を行ずべ

し。伴侶なく火なく住庵なく何ものも蓄積することなく（asahAyo-anagnir aniketano 

niHsaMSayI）、……村外の閑寂処・小庵・神殿あるいは木の根に住すべし（grAmAd 

bahir vivikte maThe deva-Alaye vRkXamUle vA nivaset）。（Vaikh. 3-6）
とされるから、これには妻を伴うことはない。

　［2-2］「シャーストラ」では、

　　　スナータカ（snAtaka）となったブラーフマナは、規則にしたがって以上のように家

というアーシュラマに位置した後、心を定め、正しく感官を制御して森に住すべし

（vane vaset）。（Manu. 6-1）
　　　家長は、自らに皺と白髪を見つけ、また子供に子供ができたのを見たならば荒れ野

（araNya）に向かうべし。（Manu. 6-2）
　　　耕作による食物とすべての所持品を放棄し、妻を息子に託すなり、伴うなりして森に

出かけるべし（putreXu bhAryAM nikXipya vanaM gacchet saha-eva vA）。（Manu. 
6-3）

　　　妻を息子に託して、あるいは彼女を伴って森に入って林住者となり（suta-vinyasta- 

patnIkas tayA vA-anugato vane vAnaprastho）、性的禁欲を守り、〔シュラウタ〕祭

火と家庭祭火（アウパーサナ）を保持し、忍耐強くあるべし。（YAjJ.3-45）

とされている。

　［2-3］以上のように遊行期には妻を伴わず一人で入るのであるが（「シャーストラ」に

は明言されていないが）、林住期には妻を伴うことが許されていたことが判る。しかし

Manu. 6-1には「家というアーシュラマに位置した後に（gRhASrame sthitvA）」、Manu. 
6-3には「すべての所持品を（sarvaM paricchadam）放棄して」、林住期に入るべきことが

規定されており、一般的にはこれは「出家」と解釈されうるであろう。遊行期は Manu. 
6-38~ 41 には「家から出て遍歴する（pravrajed gRhAt）」「家を離れる（agArAd 

abhiniXkrAntaH）」とされる。

　後に述べるように妻を伴う場合も「性的禁欲を守る（brahmacArI）」べきことが要請され

ているとはいえ、しかし「妻を伴う」場合があるのは事実であり、「家庭祭火（aupAsana）」

を持って林住するというところは（2）、男女間の性的関係を厳しく禁止し、「家」「家族」

と断絶すべきだとする仏教的な「出家」とは異なるというべきであろう。原始聖典では螺髻

梵志が釈尊の弟子になるときには「再出家して」、改めて「梵行を修せよ（ caratha 

brahmacariyaM）」と命じられる理由はここにあるものと考えられる。
（1）電子テキストは‘vaiXNava’になっているが、訳の「竹」とは合わない。訳をとるならば原

語は‘vaiNava’とも考えられるが、原典に照らして訳を修正しなければならないかも知れ

ない。

（2）Manu. 6-4 でも「家庭祭火に関係する道具を（gRhyaM ca-agniparicchadam）携えて」とさ
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れている。またManu. 6-5 では林住者となっても家長の時と同じ「五大供犠（mahAyajJa）

を行う」べきことが定められている。「五大供犠」は訳註には、林住生活を特に重んじるタ

イッティリーヤ派の一支派であるヴァイカーナサ派の考えとされている。

　［3］螺髻梵志は「仙人」とも呼ばれた。「スートラ」にも「シャーストラ」にも「仙人」

の用語は見られる。

　　　ヴェーダ研究（svAdhyAya）と水供（tarpaNAbhya）とをもって聖仙を祭れ（RXIn 

yajJA）。（Vaikh. 1-4）
　　　偉大なリシ（maharXi）たちのこれらの所業のいずれかによって肉体を遺棄した後、

ブラーフマナは、悲しみと恐怖を離れてブラフマンの世界において繁栄する。（Manu. 
6-32）

　　　天神（deva）・祖霊（pitR）・人間（manuXya）・万霊（bhUta）・聖仙（RXi）を恭

供すべし（pUjakaH）。（YAjJ.3-29）

この他にVaikh. 1-7、3-11、Gaut. 5-3、Manu. 5-23、6-30などにも見られる。しかしこ
れらは苦行的な修行を行う修行者一般を指しているのではない。これは後期原始聖典が螺髻

梵志一般を「仙人」と呼ぶ用法とは異なると言わなければならない。

　［4］螺髻梵志たちは髪を伸ばしており、多くは頭の上でぐるぐる巻きにして留めていた

ので螺髻梵志と呼ばれた。「法典」の林住者は次のように規定されている。

　［4-1］「スートラ」には林住者について、次のような叙述がある。

　　　ヴァーラキルヤ（vAlakhilya）林住者とは、頭を結髪し（jaTA）、襤褸樹皮を纏い、

……苦行をなす者なり。（Vaikh. 1-7）
　　　林住者は常にヴェーダを読誦し……結髪・毛髪・体毛・爪の生うるに任せて所持し

（jaTA-SmaSru-roma-nakhAni dhArayan）、……。（Vaikh. 3-5）
　しかし学生期にある者も、

　　　（頭を）結髪（jaTila）にし、（下衣として）樹皮（cIra）、（上衣として）獣皮

（ajina）を纏うべし。1カ年以上貯蔵せられたるものを食うべからず。（Gaut. 3-34~
35）

とされる。また入法式の心得として、

　　　（その頭は）剃髪するも、結髪にするも、あるいはまた周囲を剃りて頂髻にするもよ

し（muNDa-jaTila-SikhAjaTA）（といわる）。（Gaut. 1-27）
とされている。また

　　　ナイシュティカ（naiXThika）学生とは、赤汁にて染めたる袈裟衣（kAXAya）と羚羊皮

（ajina）または樹皮（valkala）を（上衣として身に）纏い、その頭を結髪し（jaTin）ま

たは頂髻（Sikhin）にし、聖帯（mekhalin）・杖（daNDin）・祭纓（upavIta）・羚羊皮

（ajina）を所持し、梵行に住し（brahmacArin）、清浄にして、……。（Vaikh. 1-3）
ともされるが、「ナイシュティカ学生」は終生学生であるから、これは特殊な場合であるか

も知れない。

　このように、螺髻にしていたのは必ずしも林住期にある修行者だけではなかったようであ
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る。学生は「終生阿闍梨に常侍することを得（AcAryAdhInatvam Antam）」（Gaut. 3-5）
とされ、「ダルマ・シャーストラ」にも生涯を師のもとで過ごす者は「（死後）直ちにブラ

フマンの永遠の住処に向かう」（Manu. 2-244、YAjJ.1-50）などとされるように、学生期

は林住期の修行者に準じる面があったものと考えられる。

　しかし林住期に入るときの作法として、

　　　ソーマ祭を執行し子と孫とを見たる家住者は、かの子息等を家に自立せしめて剃髪を

なし（mauNDyaM kRtvA）、……妻とともに森のアーシュラマに行く（ sArdhaM 

vana-ASramaM yAti）。（Vaikh. 2-1）
とされ、そして遁世者（saMnyAsin）の入住儀軌においても同様に、

　　　70歳以上の老年に達したとき、子息なくあるいはやもめとなりしとき、……その時

こそ、あるいは妻をその子息に委託して、林住期より遁世期に入ることを得。剃髪し

（muNDito）、儀軌にしたがいて沐浴したる後（snAtvA）……。（Vaikh. 2-6）
とされ、剃髪することが定められている。しかし Vaikh. 3-5には林住者は髮や体毛や爪を
生えるにまかせて所持することが求められているのであるから、これは入期する時だけの作

法であったのではなかろうか。

　しかし『ガウタマ法経』では遊行期には、

　　　（比丘の頭は）あるいは剃るもあるいは頂髪にするもよし（muNDaH SikhI vA）。

（Gaut. 3-22）
とされている。

　［4-2］「シャーストラ」の規定を紹介する。林住期は、

　　　獣皮（carman）あるいは樹皮（cIra）をまとうべし。朝夕に沐浴をすべし（sAyaM 

snAyAt prage）。常に髪を編み、髭、体毛、爪を伸びるに任せるべし（ jaTAS ca 

vibhRyAn nityaM SmaSru-loma-nakhAni）。（Manu. 6-6）
　　　耕作によるものでない〔野生の食物〕によって、祭火・祖霊・神々・賓客・扶養者た

ちを常に喜ばせるべし。髭・螺髻・体毛は伸びるに任せ、心を平静に保つべし

（SmaSru-jaTA-loma-bhRd AtmavAn）。（YAjJ.3-46）（1）

とされ、螺髻にすべきことが定められている。

　しかし遊行期のあり方としては、

　　　頭髪・爪・髭を整え（kLpta-keSa-nakha-SmaSruH）、鉢と杖と水壺を持ち（pAtrI 

daNDI kusumbhavAn）、常に自己制御し、すべての生き物に危害を加えずに遍歴すべし

（Manu. 6-52）。
とされる。この下線を施した文章は、家住期の定めとしてのManu. 4-35にも用いられ、こ
れに相当する『ヤージュニャヴァルキヤ法典』は、

　　　白い服をまとい（ Sukla-ambara-dharo）、頭髪・鬚・爪を短くし（nIca-keSa- 

SmaSru-nakhaH）、清浄で（SuciH）〔あるべし〕。（YAjJ.1-130）

とするから、‘kLpta’は‘nIca’の意味であることが知られる。もしそうであれば、遊行期

の修行者の髮は「短く」「整えられ」ていたことになる。

　また『マヌ法典』には学生期に関して、

　　　〔学生は〕剃髪でも（muNDa）、弁髪にしても（jaTila）、また髷を結んでも（SikhA）
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よい。（Manu. 2-219）
とされ（2）、Manu. 3-151の和訳では‘jaTila’を「結髪者（すなわち学生）」と訳している。

なおここで「髷を結ぶ」と訳されている言葉は‘SikhA’であって、『ガウタマ法経』の和

訳では「頂髻」と訳されている。Macdonellは‘lock or tuft of hair’と訳をつけている。

‘jaTA’が髮を頭の上でぐるぐる巻きにして纏めるのに対して、これはお下げ髪のような髪

形と理解しておく。

　このように「シャーストラ」では、「螺髻」は林住期の髪形であるとされるが、学生の時

期には螺髻でも禿頭でもお下げ髪でもよかった。

　「螺髻」はこのほかに、スラー酒を飲んだときの、あるいはバラモンが下位身分の者を殺

したときの贖罪としての頭髪の形ともされている。

　　　スラー酒を飲んだ〔罪の〕除去のために、1年間、毛皮を衣服（vAlavAsa）とし、弁

髪にし（jaTin）、〔スラー酒を飲んだことを示す酒屋の〕旗を持ち、夜に一度だけ穀粒

か油菓子を食すべし。（Manu. 11-93）
　　　故意でなくクシャトリヤを殺したときには、……自己抑制し、弁髪にし（jaTin）、村

から遠く離れて樹下を住居として住み、3年間、ブラーフマナ殺しの誓戒を実行すべし。

（Manu. 11-129）
　　　スラー酒を飲む者は、……幼児の服を着て、〔苦行者のように〕頭髪を結い（jaTin）、

ブラーフマナ殺しのヴラタを行うべし。あるいは油菓子または穀粒を、1年間、夜に取

るべし。（YAjJ.3-254）

　毛皮を着ること、樹下を住居とすることは、螺髻とともに林住者の生活様式であって、こ

れがスラー酒を飲んだときやバラモンがクシャトリヤを殺したときの罰則になるということ

は、これらが「苦行」を象徴するからであろう。したがって学生期にも螺髻が許されたのは、

学生が林住期のような禁欲の生活をすべき時期であるという認識があったからであると考え

られる。

　ついでに禿頭についても触れておこう。禿頭については、

　　　偽りの証言を述べる者は、裸にされ、頭を剃られ（muNDa）、飢えと渇きに悩まされ、

盲人となって、素焼きの土器を手にし施物を求めて敵の家に出かけることになろう。

（Manu. 8-93）
とされ、ブラーフマナ殺しの贖罪として、

　　　剃髪し（kRta-vApana）、村のはずれ（grAmAnte）、牛小屋（govraje）あるいはアー

シュラマ（ASrame）や樹下に（vRkXamUle）住み、牛あるいはブラーフマナに善をなす

ことに喜びを見いだすべし。（Manu. 11-79）
とされ、また

　　　　誓戒（すなわち消罪）を行じる場合には剃髪すべきなり（vapanaM vrataM caret）。

（Gaut. 27-3）
とされている。このように「剃髪」することもまた罰則になりうるものとしてイメージされ

ていたことになる。

　また次のような文章も見いだされる。

　　　ヴィナーヤカ（vinAyaka）によって取りつかれた人の〔次のような〕特徴を知れ。夢
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の中で〔自分が〕水の中にすっぽり入ってゆく〔のを見る〕。剃髪した（muNDa）人々

を見る。また褐色の衣（kAXAya）を着た人々を〔見る〕。〔自分が〕最下層の人々や驢

馬や駱駝と同じ場所にいる〔のを見る〕。（YAjJ.1-268̃269）

ヴィナーヤカに取りつかれたら、王子は王権を獲得できないし、娘は夫や子供を得ることが

できないし、商人は利益を得ない、とされている。だからこれを除去する儀礼をしなければ

ならない。したがって禿頭の者を見るのは「不吉」だということになる。「禿頭」は「スー

トラ」によれば遊行者の頭の形の一つであり、またここに上げられている「袈裟」は後述す

るように、「スートラ」においては遊行者の衣服である。したがってこれは遊行者がイメー

ジされたものであろう。これも遊行生活が「苦行」と結びつくがゆえであろうと考えられる。

　‘vinAyaka’は‘gaNapati’と同義であって集団のリーダーを意味し、原始仏教聖典では

三迦葉も‘vinAyaka’とされている。「スートラ」の時代には必ずしも「不吉」なものでは

なかったであろう「禿頭」「袈裟」が（Gaut.15-30,p.04には、一説によれば、禿頭の人等

はただ祖霊祭のみに〔招くべからず〕という。同17-18,p.046では、〔たとえば〕前に述べ

たる禿頭の人等の与えたるものを食うべからず、という）、「シャーストラ」の時代には

「不吉」なものとなり、それが‘vinAyaka’‘gaNapati’を連想させるようになったのは、

あるいはそれが仏教的な沙門に直結するようになっていたからかも知れない。それがバラモ

ン教の修行者であったとしても「異端」的なものであったことは確かであろう。

　［4-3］以上のように「スートラ」「シャーストラ」を通じて、林住者は螺髻と定められ

ていた。遊行期にある者については、「スートラ」「シャーストラ」では禿頭ないしはお下

げ髪、「シャーストラ」は短髪とされている。原始仏教聖典においては、バラモンの修行者

の中に「禿頭」の者がいたことを伝えているが、これに相当するであろう。学生期は自由で

あったようである。これに対して家住者は頭髪も鬚も爪も「短く整える」べきものとされて

いる。

（1）井狩弥介・渡瀬訳には「螺髻」が訳されていないので補った。中野義照訳『ヤージュニャヴァ

ルキヤ法典』（p.102）では「髭・螺髻・毛髪を生えるに任せ、自制すべきである」とする。

（2）原始仏教聖典には、以下のような記事がある。「AssalAyanaという名の青年婆羅門（mANava）

が舎衛城に住んでいた。彼は年若く剃髪し（vuttasiro）、年齢は生れて 16 歳であった
（ soLasavassuddesiko jAtiyA）」 MN.093‘ AssalAyana-s. ’（ vol. Ⅱ　   p.147）。また、
「KApaThika という名の青年婆羅門がいた。彼は年若く剃髪し（vuttasiro）、年齢は生れて

16歳であった」MN.095‘CaGkI-s.’（vol.Ⅱ　p.168）。ただし、ここで「頭（sira）を剃る

（vutta）」とはサンスカーラ（浄法）と呼ばれる通過儀礼のうち、16歳で行う髪（keSa）の

端（anta）を剃る‘keSAnta’という一種の成人式を意味するかも知れない。

　［5］螺髻梵志は髪の毛ばかりでなく、髭や体毛、爪を伸びるにまかせていたとされるが、

「スートラ」「シャーストラ」に規定される林住者もそうであったことは、［4-1］に引用

したVaikh. 3-5、［4-2］に引用したManu. 6-6、YAjJ.3-46に明記されている。

　家住期にある者は、「スートラ」においては、潅沐者（家住期にある者）の義務として

　　　鬚を伸ばすべからず（na rUDhaSmaSrur akasamAt）。（Gaut. 9-7）
とされ、「シャーストラ」でも、スナータカ（潅沐者）の義務として

　　　頭髪、爪、鬚を整え（kLpta-keSa-nakha-SmaSruH）、感官を制御し、真っ白の衣服を
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着け、清浄を保ち（dAntaH Sukla-ambaraH SuciH）、……。（Manu. 4-35）
　　　白い服をまとい（ Sukla-ambara-dharo）、頭髪・鬚・爪を短くし（nIca-keSa- 

SmaSru-nakhaH）、清浄で（SuciH）〔あるべし〕。（YAjJ.1-130）

と定められている。

　遊行期については、Manu. 6-52に「頭髪・爪・鬚を整える」べきことが定められていた
ことは、前項に引用した通りである。

　したがって鬚や体毛や爪を長くしていたのは、林住期にある修行者であったことになる。

　なお、『マヌ法典』にはグルの寝台を犯す者の贖罪として次のような規定がある。

　　　あるいはまた寝台の脚を携え、樹皮を衣とし（ cIravAsa）、鬚を伸びるにまかせ

（SmaSrula）、人気のない森で（vijane vane）、1年間、心を集中してプラージャーパ

ティヤ・クリッチュラを行うべし。（Manu. 11-106）
　これは前項においても述べたように、鬚を伸びるにまかせ、そして樹皮の衣を着、森に住

する林住期の生活のような生活が、罪の罰則のように認識されているわけである。

　［6］螺髻梵志たちは鹿皮の衣を着ていたとされる。

　［6-1］「スートラ」では林住入期の儀軌として、

　　　樹皮（valkala）・羚羊皮（ajina）あるいは襤褸（ cIra）を纏いたる後、聖帯

（mekhala）等、三祭纓（trINy upavitAni）、並びに上衣としての黒色の羚羊皮を

（uttarIyaM kRXNAjinaM）取る。……。（Vaikh. 2-2）
と定められ、林住者の規定として、

　　　〔頭を〕結髪（jaTila）にし、〔下衣として〕樹皮（cIra）、〔上衣として〕獣皮

（ajina）を纏うべし。1カ年以上貯蔵せられたるものを食うべからず。（Gaut. 3-34~
35）

と定められている。

　しかし学生期にも鹿皮の衣服を着けていたようである。

　　　入法式の後学生（brahmacArin）は聖帯（mekhalA）・祭纓（upavIta）・羚羊皮

（ajina）・杖（daNDa）を持つべし。（Vaikh. 1-3）
　 　　一切〔の階級の学生〕は〔その上衣として〕黒羚羊斑鹿・山羊の獣皮

（kRXNa-ruru-basta-ajina）たるべし。一切〔の階級の学生〕は〔その下衣として〕大麻

あるいは亜麻・樹皮・羊毛氈（SANa-kXauma-cIra-kutapa）を〔着るべし〕。しかして

あるいはまた無染の綿衣（kArpAsa avikRta）を〔凡て用いるもよしという〕。一説には

赤褐（kAXAya）〔に染めるもよしという〕。〔染める場合には〕婆羅門族のは樹液

（vArkXa）を以て、他の両族のは茜草または鬱金（mAJjiXTha-hAridra）をもってすべし。

（Gaut. 1-16̃21）
　また［4-1］に紹介した Vaikh. 1-3でも学生が羚羊皮（ajina）・袈裟衣（kAXAya）・樹

皮衣（valkala）を纏うことが言及されている。

　ちなみに遊行期の服装は、『ヴァイカーナサ法経』では、

　　　バフーダカ（bahUdaka）比丘とは、三杖（tridaNDa）・水瓶（kamaNDalu）・赤汁に

て染めた袈裟衣（kAXAya-dhAtu-vastra）を持し、衣服を纏い、……七家に乞食をなし
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て解脱を目的として行じる者なり。（Vaikh. 1-9）
　　　袈裟衣を着し（kAXAya-dhAraNaM）、一切を捨離し交接を捨て（maithuna-varjanam）、

不偸盗等を行ずべし。伴侶なく火なく住庵なく何ものも蓄積することなく

（ asahAyo-anagnir aniketano niHsaMSayI）、三杖に袈裟 ･ 漉布等を結びつけ

（tridaNDe kAXAya-appavitra-AdIn yojayitvA）頚の所にて左手にてこれを持ち（kaNThe 

vAma-hastena dhArayan）、右手にて乞食器を持ちつつ（dakXiNena bhikXA-pAtraM 

gRhItvA）、一日に一度清浄なる婆羅門族の家に至り、一切神祭の終りに乞食を行ずべ

し（vaiSvadeva-ante bhikXAM caret）。（Vaikh. 3-6）
とされ、遊行期に入る儀軌として、

　　　70歳以上の老年に達したとき、子息なくあるいはやもめとなりしとき、……その時

こそ、あるいは妻をその子息に委託して、林住期より遁世期に入ることを得（vanAt 

saMnyAsaM kuryAt）。剃髪し儀軌にしたがいて沐浴したる後、……午前に（pUrvAhNe）

（1）三杖（tri-daNDa）・吊紐（Sikya）・袈裟衣（kAXAya）・水瓶（kamaNDalu）・漉布

（ap-pavitra）・土取器（mRd-grahaNI）・乞食器（bhikXA-pAtra）を用意し、三重食を

食いて（trivRtaM prASya）後は断食す（upavAsaM kRtvA）。翌日早朝沐浴し、……。

（Vaikh. 2-6）
とされるから、遊行期の服装は赤く染めた「袈裟衣」であったことが判る。Vaikh. 1-3にお
いては「ナイシュティカ学生」の衣服として記されているが、「ナイシュティカ学生」は終

生学生として過ごす者である。『ガウタマ法経』では「裸体を蔽うために衣を纏うべきなり

（kaupInAc-chAdana-arthe vasso bibhRyAt）」（Gaut. 3-18）とされている。
　［6-2］「シャーストラ」では、［4-2］に引用した Manu. 6-6に林住者が獣皮の衣を着
るべきことが規定されている。ここでは‘carman’であって‘ajina’と限定されているわ

けではないが、原始聖典でも必ずしも‘ajina’に限定されていたわけではない。

　学生期においても、

　　　学生（brahmacArin）は、〔身分〕順に、黒羚羊（kArXNa）、斑鹿（raurava）、雄山

羊（bAsta）の皮〔の上衣〕、また大麻（SANa）、亜麻（kXauma）、羊毛（Avika）

〔の下衣〕を着用すべし。（Manu. 2-41）
　　　杖（daNDa）、かもしか皮（ajina）〔の上衣〕、聖紐（upavIta）および腰帯

（mekhalA）を携帯すべし。（YAjJ.1-29）

とされている。

　しかし家住期では、

　　　頭髪、爪、鬚を整え（kLpta-keSa-nakha-SmaSruH）、感官を制御し、真っ白の衣服を

着け、清浄を保ち（dAntaH Sukla-ambaraH SuciH）、……。（Manu. 4-35）
　　　白い服をまとい（ Sukla-ambara-dharo）、頭髪・鬚・爪を短くし（nIca-keSa- 

SmaSru-nakhaH）、清浄で（SuciH）（あるべし）。（YAjJ.1-130）

とされている。鹿皮の服を着るのは学生期と林住期ということになる。学生期は梵行を修す

べき時期であって、両者ともに俗の生活を捨てて修行に励むという点で共通しているからで

あろうことは先にも述べた。しかし家住期には白い服を着ていたのである。

　遊行期は『マヌ法典』では「ぼろ布（kucela）」（Manu. 6-44）とされる。
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　［6-3］後期の原始仏教聖典では螺髻梵志は赤く染めた樹皮衣を着ていたとする。おそら

く「法典」が「赤褐色に染められた袈裟衣」というのは「樹皮衣」をさすのであろう。

　Vaikh. 1-9では「赤汁にて染められた袈裟衣（kAXAya-dhAtu-vastra）」と詳述するが、

Macdonellにおいては‘kAXAya’に‘brownish red, brownred garment’という訳語が与
えられているように、「袈裟衣」は赤かったものと考えられる。

　「シャーストラ」では『ヤージュニャヴァルキヤ法典』においては、不死を得る者として

師（アーチャーリヤ）に仕え、ヴェーダの内容を正しく理解することなどとともに、「古び

た赤褐色の衣をまとう（kAXAya-vAsa）」ことも数え上げられている（YAjJ.3-157）。しか

しヴィナーヤカに取りつかれた者の印として、剃髪をした人々を見る、褐色の衣を着た人々

を見ることが上げられることも指摘しておいた（YAjJ.1-269）。

　おそらく遊行期にあるバラモン教の修行者も赤く染められた衣を着ていたのであろう。こ

れが「袈裟」と呼ばれるのである。仏教でも「袈裟」という用語は用いられるが、それは必

ずしも「赤」ないしは「赤褐色」である必要はない。これについては【14】の［7］に述べ

る。

　　　　（1）原訳は「午後」とするので訂正した。

　［7］螺髻梵志は樹皮の上衣と下衣を着ていた。

　［7-1］「スートラ」の規定は林住期の服装として、

　　　ヴァーラキルヤ（ vAlakhilya）林住者とは、頭を結髪し（ jaTA）、襤褸樹皮

（cIra-valkala）を纏い、……苦行をなす者なり（tapaH kuryAt）。（Vaikh. 1-7）
　　　妻を伴わざる者（a-patnIka）は比丘（bhikXu）のごとくに、……妻を子息に委託し、

常のごとく火を己中に蔵したる後、樹皮（valkala）・祭纓（upavIta）等、乞食器

（bhikXA-pAtra）を取りて聖火を伴わず（an-agnir）、妻を伴わずして（a-dAro）森に

行きて住すべし。（Vaikh. 2-5）
とされ、林住期に入る儀軌として、

　　　ソーマ祭を執行し子と孫とを見たる家住者は、かの子息等を家に自立せしめて剃髪を

なし……妻とともに森のアーシュラマに行く。……竹杖（veNu-daNDa）・祭纓

（upavIta）・水瓶（kamaNDalu）・樹皮（valkala）等を準備す。（Vaikh. 2-1）
とされている。また前項に引用したVaikh. 2-2、Gaut. 3-34~35にも含まれる。
　しかし学生期にある者も樹皮の衣（valkala）を着ていたことは、［4-1］に引用した

Vaikh. 1-3、［6-1］に引用したGaut. 1-16~21にも述べられている。
　［7-2］「シャーストラ」では先に紹介した『マヌ法典』のManu. 6-6に、林住者は獣皮
（carman）とともに樹皮（cIra）を纏うべきことが定められている。

　またManu. 11-106にはグルの寝台を犯す者の贖罪として、樹皮の衣を着、鬚を伸びるに
まかせ、森に住することが定められていたことはすでに述べた。その根底には「林住期」の

苦行的な生活があったであろうこともすでに指摘した。

　［7-3］遊行期の修行者は「袈裟」を着ることは前項において述べた。これはおそらく

「樹皮」で作られたもので、赤褐色に染められていたものと考えられる。

　［7-4］ついでに「空衣」と「一衣」について触れておく。
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　ジャイナ教の祖師のマハーヴィーラは裸形の修行者であったことは有名であるが、しかし

遊行者の中には裸形であったものがいたことが「法典」の規定によって知られる。

　　　パラマハンサ比丘（paramahaMsa）とは、実に樹下（vRkXa-ekamUle）・空閑

（SUnya）あるいは墓処に住し、著衣（sa-ambara）あるいは空衣（dig-ambara）なり。

（Vaikh. 1-9）
　すでに見たように、原始仏教聖典には「裸形」のバラモンの修行者が登場する。「裸行」

は常に「ニガンタの徒」を指すとはかぎらないということを証明する。

　また原始仏教聖典のバラモンの修行者の中には「一衣者」が登場する。これは

　　　林住者は常にヴェーダを読誦し、……食用のために野菜・根・果の清浄処に生じたる

ものを取り来るべし。穀と財とを集むることなかれ。〔上〕衣を着すべからず

（vastraM na-AchAdayet）。（Vaikh. 3-5）
という規定の中の下線を施した部分にあたるかも知れない。『マヌ法典』には家長期の生活

規定として「一衣で食事してはならない（na-annam adyAd ekavAsA）」（Manu. 4-45）と
されている。この後に裸で沐浴してはならないという文章が続くから、単にはしたない格好

という意味であろうが、裸の修行者がいたのであるから上半身裸の修行者がいても不思議は

あるまい。

　［8］螺髻梵志には歯も磨かず、顔も頭も汚いというイメージがあった。しかしこれはい

わば「不潔」ということであり、「不潔であるべし」という規定はありえないと思われるの

であるが、『ヴァイカーナサ法経』には学生期の避けるべき事項として、温水における沐浴、

身体に油を塗ること、香を塗り、華をつけることと並んで「歯を磨くこと（danta-dhAvana）」

（Vaikh. 1-2）が挙げられている。『ガウタマ法経』にも学生期の努めとして、日中の睡眠
や愛欲・瞋恚・貪欲などと並んで「歯を磨くこと（danta-dhAvana）」（Gaut. 2-13）を避
けるべきことが挙げられる。これらは学生期の規定であるが、学生期は林住期や遊行期の生

活規定と共通する部分が多く、華美を避け、苦行に類する生活を送ることが要求されている

から、林住期や遊行期の修行者にもこういうことが要求されたであろうことは十分に想像さ

れうる。

　［9］螺髻梵志の住む場所は「アーシュラマ（ASrama）」と呼ばれていた。

　［9-1］「スートラ」でも林住期のバラモンの修行者の住処は‘ASrama’と呼ばれている。

　　　家住者は五火または三火を持ちて妻を伴い（sa-patnIkaH）、家より森林のアーシュ

ラマ（vana-ASrama）に行くことを得。（Vaikh. 1-6）
　　　蘇摩祭を執行し子と孫を見たる家住者は……春期の白月吉祥の宿日に当たりて妻とと

もに（sArdhaM）森のアーシュラマ（vana-ASrama）に行く。（Vaikh. 2-1）（1）
　妻の林住者も同じく、

　　　髮の端に至れる、あるいは曲がらざる竹の二杖（keSAnta-AyataM vA-apy avakraM 

vaiXNavaM dvi-daNDaM）をとる。……水瓶（kamaNDalu）と土器（mRD）との二器を

とり、……森林・山間・閑寂処・河岸に〔前もって〕森のアーシュラマを（vane-adrau 

vivikte nadI-tIre vanASramaM）作りて、……火炉（agni-kuNDAni）を作るべきなり。
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（Vaikh. 2-3）
とされる。

　また比丘期の修行者のうち、kuTIcaka比丘は「アーシュラマにおいて 8口にて食いつつ

（ASrameXv aXTau grAsAMX caranto）、瑜伽道の真諦を知り、解脱のみを目的とする

（yogamArga-tattvajJA mokXam eva prArthayante）」（Vaikh. 1-9）とされている。
　この林住者の住処は、先の引用文の「森のアーシュラマ」という言葉が語るように、「森」

にあるのが普通であった。それゆえ第3期は「林住期（vAna-prastha）」と称されるのであ

る。

　なお学生期や家住期にある者の住処が「アーシュラマ」と呼ばれる例はない。遊行期はこ

の住処を有しないで遍歴する。これについては後に述べる。

　［9-2］「シャーストラ」においても、林住者の住処は「アーシュラマ」と呼ばれる。他

の住期に住する者の住処が「アーシュラマ」と呼ばれないのは「スートラ」と同じである。

　　　水・根・果実の施物によってアーシュラマ（ASrama）を訪れる者を敬うべし。

（Manu. 6-7）
　またその「アーシュラマ」は森にあった。

　　　スナータカ（snAtaka）となったブラーフマナは、規則にしたがって以上のように家

というアーシュラマに位置した後、心を定め、正しく感官を制御して森に住すべし

（vane vaset）。（Manu. 6-1）
　　　耕作による食物とすべての所持品を放棄し、妻を息子に託すなり、伴うなりして森に

出かけるべし（vanaM gacchet）。（Manu. 6-3）
　　　妻を息子に託して、あるいは彼女を伴って森に入って林住者となり（vane 

vAnaprastho）、性的禁欲を守り（brahmacArI）、〔シュラウタ〕祭火と家庭祭火（ア

ウパーサナ）を保持し、忍耐強くあるべし。（YAjJ.3-45）

　また Manu. 6-2、Manu. 6-4では「荒れ野（araNya）」とされている。先の原始聖典の

紹介では「阿蘭若」と音写したものに相当する。

　おそらく後に述べる林住者の生活様式を考えると、この「森」や「阿蘭若」は町や森の近

くにある静かな場所であったであろう。

　『マヌ法典』ではブラーフマナ殺しの贖罪として、

　　　剃髪し（kRta-vApana）、村のはずれ（grAmAnte）、牛小屋（govraje）あるいはアー

シュラマ（ASrame）や樹下に住み（ASrame vRkXamUle）、牛あるいはブラーフマナに

善をなすことに喜びを見いだすべし。（Manu. 11-79）
とされる。 アーシュラマに住することも罰則としてのイメージに属することが判る。

　しかし次項に述べるように、原則として第 4の遊行期はこのアーシュラマを持たないもの

と考えられる。

　　　　（1）訳書では「アーシュラマ」を「隠処」と訳している。したがって「隠処に行く」ということ

になるわけであるが、これは「林住期に入る」という意に翻訳すべきかも知れない。

　

　［10］アーシュラマに住む螺髻梵志の住居は「草庵」と呼称される粗末な草葺きの家であっ

た。また露地に住することも奨励された。「法典」では林住者の住居を「草庵」というよう
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な具体的なことばで語る規定はない。しかし露地や樹下に住することは勧められている。

　［10-1］「スートラ」は次のように言う。

　　　林住者は……結髪・毛髪・体毛・爪の生うるに任せて所持し、三時に沐浴し、露地に

臥し（ASayo vanyair）、……苦行を行ずべし。（Vaikh. 3-5）
　また Vaikh. 1-8には妻を伴わない林住者には多くの種類があって、その中に「石上に臥
す者（pAXANa-SAyino）」が含まれている。また妻を伴わない者は住居も持たないとされる。

　　　妻を伴わざるものは火なく妻なく（apatnIko-anagnir adAro）、住処なく（aniketano）、

樹の根に住み（vRkXamUle vasan）、林住期者あるいは家住者に乞食を行い

（vanastha-ASrameXu gRhasthAnAM gRheXu vA bhikXAM bhikXitvA）、……。（Vaikh. 
3-5）

　もちろん林住期にある修行者よりも、遊行期にある修行者の方が、要求されることは厳し

い。

　　　パラマハンサ比丘（paramahaMsa）とは、実に樹下（vRkXa-ekamUle）・空閑

（SUnya）あるいは墓処に住し、著衣（sa-ambara）あるいは空衣（dig-ambara）なり。

（Vaikh. 1-9）
　　　袈裟衣を着し（kAXAya-dhAraNaM）、一切を捨離し交接を捨て（maithuna-varjanam）、

不偸盗等を行ずべし。伴侶なく火なく住庵なく何ものも蓄積することなく

（asahAyo-anagnir aniketano niHsaMSayI）、……村外の閑寂処・小庵・神殿あるいは

木の根に住すべし（grAmAd bahir vivikte maThe deva-Alaye vRkXamUle vA nivaset）。

（Vaikh. 3-6）
　そして文字通り「遍歴」することが定められている。

　　　ハンサ（haMsa）比丘とは……村落には 1夜（grAme ekarAtraM）、都邑には 5 夜

（nagare paJcarAtraM）住し、それを過ぎては住することなく（tad-upari na vasanto）、

牛尿・牛糞を食とし、あるいは1ヶ月断食し、……。（Vaikh. 1-9）
　　　（比丘期の生活法として）四月祭の時を除いては一日以上一処に住すべからず

（cAturmAsAd anyatra-ekAhAd Urdhvam ekasmin deSe na vased）。雨期の秋の 4 月

には一処に住すべし（varXAH Sarac cAturmAsyam ekatra-eva vaset）。三杖に袈裟･

漉布を結びつけ頚の所にて左手にてこれを持ち（ tridaNDe kASAya-appavitra-AdIn 

yojayitvA kaNThe vAma-hastena dhArayan）、右手にて乞食器を持ちつつ（dakXiNena 

bhikXA-pAtraM gRhItvA）、一日に一度清浄なる婆羅門族の家に至り、一切神祭の終り

に乞食を行ずべし（vaiSvadeva-ante bhikXAM caret）。（Vaikh. 3-6）
　　　〔比丘は〕正季の外は第 2 夜を同一聚落に住すべからず（na dvitIyAm apa-Rtu 

rAtriM grAme vaset）。（Gaut. 3-21）
　しかし

　　　　雨季においては一所住を戒とすべし（dhruvaSIlo varXAsu）。（Gaut. 3-13）
として雨期には一所に住すべきことも定められている。

　［10-2］「シャーストラ」の規定を紹介する。林住者は

　　　日中は地面を横転しながら過ごすべし。あるいは爪先立ちし、あるいは交互に立ち坐

りして過ごすべし（bhUmau viparivarteta tiXThed vA prapadair dinam）。そして三度
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のサヴァナ（日昇時、正午、日没時）に〔沐浴のために〕水〔辺〕に出かけるべし

（Manu. 6-22）。
　　　夏は五火の苦行を行い、雨期には露天を宿とし（varXAv abhra-avakASikaH）、冬に

は濡れた衣服を身に着け、徐々に苦行を増大させるべし（Manu. 6-23）。
　　　〔3つの〕シュラウタ祭火を規則にしたがって自己の中に設置した後、火と住居を持

たず、沈黙を守り、根と果実のみを食すべし。喜びをもたらす事柄に気を払わず、純潔

を守り、地面を寝床として宿に執着せず（dharA-ASAyaH SaraNeSv amamaS ca）、樹下

を住処とすべし（vRkXamUla-niketanaH）。（Manu. 6-25~26）
　　　夜には清浄にして地面で眠るべし（Sucir bhUmau svaped rAtrau）。昼は爪先歩きを

して過ごすべし。あるいは立ったり坐ったりを繰り返して、あるいはヨーガを反復して。

（YAjJ.3-51）

　　　夏には5火の中に立つべし。雨期には露地に寝るべし（varXAsu sthaNDile SayaH）。

冬には濡れた衣をまとうべし。あるいは最善を尽くして苦行を行うべし。（YAjJ.3-52）

　　　あるいは諸祭火を自己の内に収めて、樹下を住処とし（vRkXa-AvAsI）、食事を節して、

林住者の家々のみをまわって、生きるに足るだけの乞食を行うべし。（YAjJ.3-54）

とされる。このように地面に寝ることが奨励されるのであるから、その住居は草屋以上のも

のではなかったであろう。

　また住居も持たないとされることがあるのも「スートラ」と同じである。先の Manu. 
6-25に、

　　　〔3つの〕シュラウタ祭火を規則にしたがって自己の中に設置した後、火と住居を持

たず（anagnir aniketaH）、沈黙を守り、根と果実のみを食すべし。

という定めが含まれている。このように住居を持たない林住者は「妻を伴わない林住者」に

相応するのかも知れない。

　遊行期にある修行者は

　　　火も家も持ってはならない（anagnir aniketaH）。村にすがるのは食べ物であるべし。

無関心で、動揺せず、沈黙を守り、完全な精神集中を図るべし。（Manu. 6-43）
　　　〔施物を受けるための〕壊れた土器、樹下、ぼろ布（kapAlaM vRkXamUlAni kucelam）、

同伴者を持たないこと、一切に対する平等----これが解脱者の特相である。（Manu. 
6-44）

というように、火も一定の住処を持つことも禁じられる。

　このような樹下の生活が罪を犯した者の罰則的な意味合いを持つことはすでに紹介した。

　［11］原始聖典では螺髻梵志が集団で生活する場合もあったように描いている。

　［11-1］しかし「スートラ」からはそのような林住者の生活は想像されにくい。あるいは

林住者がアーシュラマに住するということは、修行に適した宗教的聖地に数人ないしは数十

人が集まって生活することを意味するかもしれない。しかしこの集団も組織化された集団で

はなく、原則としては一人ひとりが独立していたものと考えられる。

　三迦葉とその弟子たちが集団的な生活をしていたとされるウルヴェーラーは二つの川が合

流する地点で、しかもインドでは珍しい白砂の砂地という特異な場所であり、宗教的聖地と
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されるにふさわしい土地である（1）。そこに500人、あるいは尼蓮禅河の下流のガヤー近辺

も含めて1000人もの修行者が集まっていたというのは、いわゆる「白髪三千丈」的な説話

的数字であって、実際は50とか100がせいぜいのところであろう。

　［11-2］『ヤージュニャヴァルキヤ法典』（YAjJ.1-267̃289）には集団的生活を行う者

と見られる‘vinAyaka’や‘gaNapati’が毛嫌いされていたことはすでに注意した。

‘vinAyaka’や‘gaNapati’は「集団のリーダー」を表し、三迦葉もそう呼ばれている。

『ヤージュニャヴァルキヤ法典』の‘vinAyaka’‘gaNapati’は「（世間の）行為の妨げと

成就のために（karma-vighna-siddhy-artham）、〔それぞれ〕ルドラによって、またブラ

フマーによって、ガナたちの支配に任命された（viniyojitah gaNAnAm Adhipatye ca 

rudreNa brahmaNA tathA）」（YAjJ.1-267）とされるが、筆者にはこれがどのような者で

あったのかはわからない。しかし異端的なもので、禿頭・袈裟・最下層の人々などが連想さ

れる者であるから、あるいは「シャーストラ」の時代にはサンガの生活をする仏教の比丘な

どがイメージされたのかもしれない。

　［11-3］もちろん遊行者の生活法は、

　　　同伴者を持たず、成就を求めて常に一人で行動すべし（eka-eva caren nityaM 

siddhyartham asahAyavAn）。（Manu. 6-42）
とされ、前項に紹介したManu. 6-44では「同伴者を持たないこと（asahAyatA）」が求め

られている。

　「法典」においては、この第 4 期に住する再生族の修行者は‘parivrAjaka’（Manu. 
6-41）、‘bhikXu’（Vaikh. 1-1、9、2-7、Gaut. 3-2、11、Manu. 6-55、56）、
‘saMnyAsin’（Vaikh. 2-6、3-8）、‘yati’（Manu. 6-55、87、YAjJ.3-60）と呼ばれ

るあり方であり、これは仏教を初めとする沙門教の修行者の呼称と一致する。したがって呼

称上は第4のアーシュラマが沙門教の修行者と重なることになる。

　しかし後のサンガの生活はこの第4のアーシュラマの生活とは一致しない。乞食･樹下坐･

糞掃衣･ 陳棄薬という「四依法」の生活はまさしく第4 のアーシュラマの生活であるが、サ

ンガが形成されてからは、必ずしもこれが厳密に守られるということはなくなったと考えら

れる。

　単なる想像であるが、釈尊がウルヴェーラーで 6年間の苦行を行ったのは、アーシュラマ

における林住者としてであったし、鹿野苑の仙人堕処で5比丘やヤサなどが生活したのもアー

シュラマでの林住者としての生活であった。しかし「１つの道を２人して行くな」（2）と弟

子たちを布教に出したときには、遊行期に入るような感覚であったのかも知れない。そして

ご自身も「遊行者」として一人でウルヴェーラーに還られたが、次節に述べるように、三迦

葉たちはおそらくアーシュラマで集団的に暮らしていたのであり、彼らと一緒になったこと

によって、また林住者のような生活に戻られた。しかしこれは最初の林住者生活ではなく、

ある意味での止揚がなされていたであろう。それが林住期と遊行期を併せたような仏教的な

サンガの生活になったものと思われる。

（1）‘uru’は「広大な」、‘velA’は「砂地」を意味し、‘uruvelA’は「広大な砂地の場所」

という意味を持つ。菩提樹のところから尼蓮禅河を渡った現在スジャーター村と呼ばれてい

るところで、ここは意味通り砂漠のような砂地の土地である。ヒンドゥスタン平野の仏蹟に
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はこういう土質の土地はない。

（2）Vinaya「受戒　度」（vol.Ⅰ　p.021）；「比丘らよ、遊行せよ。……１つの道を２人して行
くなかれ。……法を説け、梵行を顕示せよ（ caratha bhikkhave……mA ekena dve 

agamittha.……desetha dhammaM……brahmacariyaM pakAsetha）」。同様に、DN.014

‘MahApadAna-s.’（vol.Ⅱ　　p.048）、SN.004-001-005（vol.Ⅰ　p.105）。『四分律』
「受戒　度」（大正 22　p.793 上）；「勿二人共行」。『五分律』「受戒法」（大正 22　

p.108 上）；「各各分部遊行世間」。『根本有部律』「破僧事」（大正 24　p.130 上）；

「汝等各可随詣諸方、為諸衆生作大利益、且令汝等各各而不用同行」

　［12］螺髻梵志は果実や木の根、特に自然に落ちたものを食して生活することを尊んだ。

法典には次のような規定が見られる。

　［12-1］「スートラ」の記述を紹介する。林住者については、

　　　（林住者は妻を伴う者と伴わない者とに分かれ、伴う者は四種に分かれる。そのうち

の一つである）アウドゥンバラ（audumbara）林住者とは、不耕地に生じたる果物

（akRXTa-phala）または野草（oXadhi）を食し、あるいは根果（mUla-phala）を食いて

生活し……、苦行に専心する者なり。（Vaikh. 1-7）
　　　（林住者の生活法と義務として）村落よりの食物を捨て（grAmya-aSanaM tyaktvA）、

林の野草（vanya-oXadhI）、果物（phala）、根（mUla）、あるいは野菜（SAka）の常

食（nitya-ASana）……。（Vaikh. 2-4）
　　　根・果物・野菜（pattra）、あるいは花（puXpa）、時々において熟したもの

（tat-tat-kAlena pakvaiH ）、自ら落ちたものを以て生命を支えつつ（svayam eva 

saMSIrNaiH prANaM pravartayaM）……。（Vaikh. 2-5）
　　　林住者は……食用のために野菜（SAka）・根（mUla）・果（phala）の清浄処に生じ

たるもの（Sucau jAtAni）を取り来るべし。穀と財とを集むることなかれ。……耕作地

に生じたる球根・根・果物・野菜等を避くべし（ sIra-kRXTa-jAtAni kanda-mUla- 

phala-SAka-AdIni ca tyajan）。（Vaikh. 3-5）
　　　林住者は森林に住し、根（mUla）果（phala）を食して（生命を支え）、苦行を戒と

すべし（tapaHSIlaH）。（Gaut. 3-26）
　　　野生のもののみを食うべし（agrAmyabhojI）。（Gaut. 3-28）
　　　耕地に踏み入るべからず（na phAlakRXTam adhitiXThet）。（Gaut. 3-32）
とされる。

　また、『ヴァイカーナサ法経』（Vaikh. 1-8）には、妻を伴わずに林住者となる者には多
くの種類があって、その中に「落ち穂を食う者（uJcha-vRttikAH）」が上げられている。食

物は根や果実のみではないわけである。

　なお遊行者に対する規定としては

　　　自然に落ちたるものにあらざれば、草花樹木の支分を受用すべからず

（na-aviprayuktam oXadhi-vanaspatInam aGgaM upAdadIta）。（Gaut. 3-20）
というものがある。また第 4のアーシュラマは「比丘」とも呼ばれるように、食物は乞食に

よって得ることを原則とした。

　　　バフーダカ比丘とは、……七家に乞食をなして（bhaikXaM kRtvA）、解脱を目的とし
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て行ずるものなり。（Vaikh. 1-9）
　　　パラマハンサ比丘とは、……一切の階級に乞食行をなす（ sarva-varNeXu 

bhaikXa-AcaraNaM kurvanti）。（Vaikh. 1-9）
とされる通りである。

　しかし「乞食」は「比丘期」に行われるだけではなく、学生期にも林住期にも行われた。

ただ家住期には行われなかったようである。参考のために学生期の規定のみを紹介しておく。

　　　乞食をなして（bhaikXa-AcaraNaM）師の許可を得たる後、乞得食を食うべし。

（Vaikh. 1-2）
　　　ブラフマン学生とは、家住者の家に乞食を行じ（gRheXu bhaikXa-AcaraNaM）……。

（Vaikh. 1-3）
　　　〔日々〕聖火に薪を〔供え〕、乞食を行じ（bhaikXa-caraNe）、真実を語り……。

（Gaut. 2-8）
　　　一切の階級の人に乞食をなすべし（sArva-varNika-bhaikXya-caraNaM）。（Gaut. 
2-35）

　また消罪法としても行われた。

　12年間、乞食のためにのみ村落に入る（bhaikXAya grAmaM praviSet）。（Gaut. 
22-4）

　［12-2］「シャーストラ」の記述を紹介する。林住者の規定には、

　　　種々の清浄な牟尼の食べ物あるいは野菜、根、果実を用い（SAka-mUla-phalena）、

規則にしたがって〔家長の時と〕同じ五大供犠（mahAyajJa）を行うべし。（Manu. 
6-5）

　　　彼の食べ物の中から最善を尽くしてバリと施物を与えるべし。水、根、果実

（ap-mUla-phala）の施物によって庵を訪れる者を敬うべし。（Manu. 6-7）
　　　陸上および水中に生じる野菜（sthalaja-audakaSAkAni）、あるいは花、根、果実

（ puXpa-mUla-phalAni）、また清浄な樹木に生えるものや果実油を食すべし

（medhyavRkXa-udbhAny adyAt snehAMS ca phala-saMbhavAn）。（Manu. 6-13）
　　　耕作によって得られる食べ物は誰かが捨てたものでも食してはならない。また〔飢え

に〕苦しむときでも、村に生える根や果実を食してはならない（na grAmajAtAny Arto 

'pi mUlAni ca phalAni ca）。（Manu. 6-16）
　　　火で料理したものを食するなり、あるいはヴァイカーナサの考えにしたがって、常に、

時がたって熟して自然に落ちた花、根、果実のみで生活すべし（puXpa-mUla-phalair 

vApi kevalair vartayet sadA kAlapakvaiH svayaM SIrNair vaikhAnasamate sthitaH）。

（Manu. 6-21）
　　　〔3つの〕シュラウタ祭火を規則にしたがって自己の中に設置した後、火と住居を持

たず、沈黙を守り、根と果実のみを食すべし（mUla-phala-aSanaH）。（Manu. 6-25）
　　　耕作によるものでない〔野生の食物〕によって（aphAla-kRXTena）、祭火・祖霊・神々・

賓客・扶養者たちを常に喜ばせるべし。（YAjJ.3-46）

というものがある。また『マヌ法典』には、

　　　火で料理したものを食するなり、あるいは時がたって熟したものを食する（syAt 
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kAlapakvabhuj eva）なりすべし。あるいはまた石ですりつぶすなり、歯を臼代わりに

用いてもよい。（Manu. 6-17）　
とも規定されている。これは JAtaka 532‘Sona-Nanda-j.’（vol.Ⅴ　p.312）の、
　　　菩薩は富裕なバラモンの息子として生まれた。彼は両親と弟と一緒に出家して、アー

シュラマ（assama）を作って住んだ。２人の息子は両親に孝養を尽くし、草庵

（paNNasAla）を掃除したり、森からおいしい樹果（madhuraphala）を取ってきたり、

螺髻を清浄にしたり（jaTA sodhenti）した。しかし弟は未熟な果実や半熟の果実

（apakkaduppakkAni phalAphalAni）を取ってきて両親に食べさすので、それでは健康

に悪いと自分はおいしいよく熟した果実（madhurAni supakkAni）を差し上げた。

という話と関連するかもしれない。

　遊行者の食物についての特別の規程はない。しかし食を得る方法は、

　　　一日に一度乞食に歩くべし（ekakAlaM cared bhaikXaM）。（Manu. 6-55）
とされるように、乞食が原則であったと考えられる。

　乞食は林住期にも行われた。

　　　林住者の家々のみを回って、生きるに足るだけの乞食（bhaikXa）を行うべし。

（YAjJ.3-54）

　学生期にも行われたのは「スートラ」と同じである。

　　　入門式を終えたドヴィジャは、帰家式（サマーヴァルタナ）まで祭火を燃やすこと、

乞食（bhaikXacarya）、地面に寝ること、師のためになることを行うべし。（Manu. 
2-108）

　　　（生活規定ニヤマとして）毎日乞食に出るべし（bhaikXaM ca-ahar-ahaS caret）。

（Manu. 2-182）
　　消罪法としても行われた。

　　　ブラーフマナ殺しは、自らを清めるために森に小屋を建て、死者の頭蓋骨を標識とし、

乞食による施物（bhaikXa）を食して12年間住むべし。（Manu. 11-73）
　［12-3］原始聖典による螺髻梵志の生活をまとめたときに、根や果実以外のものを食して

はならないというような「禁忌があったとは考えられない」と書いた。確かに野菜や花も含

まれているが、これは「根」「果実」の範疇に属すると考えてよいであろう。しかし「落ち

穂」は「穀物」であり、Manu. 6-13のいう「果実油」や、Manu. 6-20には「煮た大麦粥
（yavAgUM kvathitAM）」が食されるべきことが記されている。これはその範疇外と考え

てよいであろう。

　また「法典」の規定そのものの性質も考えるべきであろう。今まで論じてきたこと全てに

当てはまるのであるが、そもそも「法典」の定めが実定法的なものではなく、せいぜい「倫

理」であって、あるべき生活態度という程度に考えるべきものとすれば、それは必ずしも当

時の林住者や遊行者の生活の実態を語るものではないことになる。いやそれ以上に、「法典」

の記す事項は望まれるべき生活規範にはこのような考え方、伝承もありますよという程度の

ものであったと考えることもできる。それは同じ「法典文献」に互いに矛盾する記述が少な

くないことからも知られる。したがってこれは仏教の「律蔵」のように罰則があって、強制

的に従わしめるようなものではではないことを留意しておくべきであろう。
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　［13］螺髻梵志は断食や節食を行っていた。法典には林住者の規定として次のようなもの

がある。「スートラ」「シャーストラ」を併せて紹介する。林住期については、

　　　林住期に入住した牟尼は（vanASramI muniH）、沐浴（snAna）・清浄（Sauca）・ヴェー

ダ読誦（svAdhyAya）・苦行（tapo）・布施（dAna）・祭祀（ijyA）・断食（upavAsa）・

肉欲制御（upasthanigraha）・誓戒行（vrata）・沈黙（maunAni）の 10 ニヤマ行

（niyamAn daSa）、真実（satya）・温和（AnRSaMsya）・正直（Arjava）・忍耐

（kXamA）・自制（dama）・友愛（prIti）・愉楽（prasAda）・柔軟（mArdava）・不

殺害（ahiMsA）・蜜慈（madhuryANi）の 10 ヤマ行（yama）を行ずべし。（Vaikh. 
2-4）

　　　最善を尽くして食べ物を集め、夜かあるいは昼（のいずれか）に食すべし。あるいは

〔3度の食事を断食し〕4度目ごとに食べるか、8 度目ごとに食べるべし。（Manu. 
6-19）

　　　白い半月と黒い半月において、チャーンドラーヤナ（1）の規定にしたがって生活すべ

し。半月の境目（新月日と満月日）に、煮た大麦粥を一度食すべし。（Manu. 6-20）
　　　あるいは森に住みながら、村から 8口分の食べ物（aXTau grAsAn）を手の平のくぼみ

あるいは容器の破片に受け取り、〔森に〕持ち帰って食してもよい。（Manu. 6-28）
　　　あるいは心を集中し、水と空気を食し、身体の倒れるまで、東北を目指して直進すべ

し。（Manu. 6-31）
　　　あるいは諸祭火を自己の内に収めて、樹下を住処とし、食事を節して（mita-aSanaH）、

林住者の家々のみをまわって、生きるに足るだけの乞食を行うべし。（YAjJ.3-54）

　　　あるいは村から 8口分の食べ物をもらってきて、言葉を慎んで食すべし。あるいは風

を食し、肉体が消滅するまで東北に歩むべし。（YAjJ.3-55）

とされる。

　また遊行期の規定として、

　　　（ハンサ比丘とは）村落には 1夜、都邑には5夜住し、それを過ぎては住することな

く、牛尿・牛糞を食とし（gomUtra-gomaya-AhAriNo）、あるいは 1 ヶ月断食し

（mAsa-upavAsino）、……。（Vaikh. 1-9）
　　　乞食（bhaikXa）するにあたっては、あれこれ心を散動させることなく、夕方（sAya）

にひっそりと目立たないようにして、乞食の者たちが村落からいなくなってからにする

がよい。生きるに足るだけを求め、貪欲であってはならない。（YAjJ.3-59）

というような規定が関連するであろう。

　　　　（1）黒の半月の間、（食事の量を）１口ずつ減らし、白い半月の間は（１口ずつ）増やし、1日

3回（朝、正午、夕に）沐浴する。これはチャーンドラーヤナと言われている。（11-217）

　［14］螺髻梵志の修行は「苦行」と称される部類に属した。法典でも林住者の修行は「苦

行」と表現されている。「苦行」という言葉が出る規定のみを紹介する。

　［14-1］「スートラ」には、

　　　（林住者は妻を伴う者と伴わない者とに分かれ、伴う者は４種に分かれる。その中の
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一つである）アウドゥンバラ（audumbara）林住者とは、不耕地に生じたる果物

（akRXTa-phala）または野草（oXadhi）を食し、あるいは根果（mUla-phala）を食いて

生活し……苦行に専心する者なり（tapaH samAcarati）。ヴァーラキルヤ（vAlakhilya）

林住者とは、頭を結髪し（jaTA）襤褸樹皮（cIra-valkala）を纏い、……苦行をなす者な

り（tapaH kuryAt）。（Vaikh. 1-7）
　　　（林住者の生活法と義務として）妻を伴わざる者（a-patnIka）は比丘（bhikXu）の

ごとくに、……妻を伴わずして森に行きて住すべし。諸々の苦行においてシュラマナは

その根底なり（tapasAM SramaNam etan mUlaM）。（Vaikh. 2-5）
　　　林住者は常にヴェーダを読誦し、……苦行を行ずべし（ tapaH samAcarati）。

（Vaikh. 3-5）
　　　林住者は森林に住し、根（mUla）果（phala）を食して〔生命を支え〕、苦行を戒と

すべし（tapaHSIlaH）。（Gaut. 3-26）
という規定がある。また林住者の生活法と義務として求められる 10ニヤマ行（niyamAn  

daSa）のなかに苦行（tapo）が含まれる。（Vaikh. 2-4）
　［14-2］「シャーストラ」には、林住者について

　　　夏は五火の苦行（paJca-tapAs）を行い、雨期には露天を宿とし、冬には濡れた衣服

を身に着け、徐々に苦行を増大させるべし（vardhayaMs tapaH）。（Manu. 6-23）
　　　三度のサヴァナに沐浴し、祖霊および神々に水を献じるべし。より厳しい苦行を行い、

自己の肉体をやつれさせるべし（ tapaS caraMS ca ugrataraM SoXayed deham 

AtmanaH）。（Manu. 6-24）
　　　〔森で〕苦行中のブラーフマナ（tApaseXv eva vipreXu）あるいは森に住む他のブラー

フマナ家長から、生きるに足る程度の施物を受けるべし。（Manu. 6-27）
　　　〔それらは〕学問と苦行の増大（vidyA-tapo-vivRddhyarthaM）および肉体の浄めの

ためにリシ、ブラーフマナおよび家長によって励行された（Manu. 6-30）。
　　　夏には五火の中に立つべし。雨期には露地に寝るべし。冬には濡れた衣をまとうべし。

あるいは最善を尽くして苦行を行うべし（tapaS caret）。（YAjJ.3-52）

という規定があり、遊行者についても、

　　　不殺生、感官〔の対象〕への未執着、ヴェーダに規定される行為、および厳しい苦行

の実行によって（tapasaS caraNaiS ca-ugraiH）、この世においてかのものの境地（ブラ

フマンとの合一）を獲得する。（Manu. 6-75）
というものがある。ただしこの苦行は

　　　規則に従い、ヴィヤーフリティおよびオームを唱えながら三度なされる制息は、ブラー

フマナにとっての最高の苦行（paramaM tapaH）であると知るべし。（Manu. 6-70）
という意味も含むということを考慮しておくべきであろう。

　［15］螺髻梵志たちは日常的に火を祀る供犠を行っていた。

　［15-1］「スートラ」には次のような規定がある。『ヴァイカーナサ法経』には林住者の

アーシュラマには火炉（agni-kuNDa）を作るべきことが規定され（Vaikh. 2-1、3）、作る
べき火壇（agni-vedi）の構造が規定されている（Vaikh. 1-6）。ただし妻なく林住する者は、
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火なく森に行くべしとされている（Vaikh. 1-6）。
　［15-2］「シャーストラ」には次のようなものがある。

　　　アグニホートラ祭火、および家庭祭火に関する道具を携えて（agnihotraM samAdAya 

gRhyaM ca-agni-paricchadam）、村から荒れ野に向かい、感官を制御して住むべし。

（Manu. 6-4）
　　　規則に従い、三祭火を用いてアグニホートラを献供すべし（vaitAnikaM ca juhuyAd 

agnihotraM）。また新月・満月祭を適時に行うことを怠ってはならない。（Manu. 6-9）
　　　妻を息子に託して、あるいは彼女を伴って森に入って林住者となり、性的禁欲を守り、

（シュラウタ）祭火と家庭祭火（アウパーサナ）を保持し（sa-agniH sa-aupAsanaH）、

忍耐強くあるべし。（YAjJ.3-45）

　　　耕作によるものでない〔野生の食物〕によって、祭火（agni）・祖霊・神々・賓客・

扶養者たちを常に喜ばせるべし。（YAjJ.3-46）

　　　歯を臼とし、時が熟成させたものを食べ、あるいは石ですりつぶして食べる。果実油

を用いてシュラウタ祭式（Srauta）（1）、スマールタ祭式（smArta）（2）、その他の祭

式を行うべし。（YAjJ.3-49）

　　　ヴェーダを学び終え、聖句の低唱（ジャパ）を実行し、息子をもうけ、食物の布施を

なし、祭火を保持（agnimAn）し、最善を尽くして供犠をなしてきた者は、解脱に向け

て心を傾注すべし。これらの諸条件を満たさないものは許されない。（YAjJ.3-57）

とする。そしてこの火が「家庭祭火（gRhya agni, aupAsana）」とされるところも注目すべ

きであろう。次のように家庭祭火を祀るのは基本的には家長の努めであるから、彼らは形式

的には出家の形をとっても、実質的には、少なくとも精神的には「家」を出ていない、とい

うことを表すであろう。

　　　結婚に際して燃やした火で、家長は、規定にしたがって、家庭祭、五大供犠および毎

日 の 料理 を 行うべし（ vaivAhike' gnau kurvIta gRhyaM karma yathAvidhi  

paJcayajJavidhAnaM ca paktiM ca-anvAhikIM gRhI）。（Manu. 3-67）
　　　家長は、結婚式に際して設置された〔家庭〕祭式あるいは相続に伴って〔家に〕運ば

れてきた〔祭火〕において日々スムリティに規定された〔家庭祭式〕を行うべし（ 

karma smArtam vivAha-agnau kurvIta pratyaham gRhI dAya-kAla-AhRte）。（YAjJ.

1-96）

（1）シュルティに規定され、三祭火を用いる祭式

（2）祭火による小規模な家庭祭式

　［16］螺髻梵志たちは日常的に沐浴を行った。これに関する「法典」の規定には次のよう

なものがある。

　［16-1］林住期に関する「スートラ」の規則。

　　　林住期に入住した牟尼は（vanASramI muniH）、沐浴（snAna）・清浄（Sauca）・ヴェー

ダ読誦（svAdhyAya）・苦行（tapo）・布施（dAna）・祭祀（ijyA）・断食（upavAsa）・

肉欲制御（upasthanigraha）・誓戒行（vrata）・沈黙（maunAni）の 10 ニヤマ行

（niyamAn daSa）を行ずべし。（Vaikh. 2-4）

　　

　原始仏教聖典におけるバラモン修行者



　　　林住者は結髪・毛髪・体毛・爪の生うるに任せて所持し（jaTA-SmaSru-roma-nakhAni 

dhArayaMs）、三時に沐浴し（trikAla-snAyI dharA）露地に臥し（ASayo vanyair）、…

…苦行を行ずべし（tapaH samAcarati）。（Vaikh. 3-5）
　［16-2］これも林住期に関する「シャーストラ」の規則である。

　　　獣皮あるいは樹皮をまとうべし。朝夕に沐浴をすべし（sAyaM snAyAt prage）。常

に髪を編み、髭、体毛、爪を伸びるに任せるべし。（Manu. 6-6）
　　　日中は地面を横転しながら過ごすべし。あるいは爪先立ちし、あるいは交互に立ち坐

りして過ごすべし。そして三度のサヴァナ（日昇時、正午、日没時）に〔沐浴のために〕

水〔辺〕に出かけるべし（savaneXu-upayann apaH）。（Manu. 6-22）
　　　三度のサヴァナに沐浴し（upaspRSaMs triXavaNaM）、祖霊および神々に水を献じる

べし。より厳しい苦行を行い、自己の肉体をやつれさせるべし（Manu. 6-24）。
　　　気づかずに昼夜生き物を殺している。遍歴者はそれの清めのために沐浴をして

（snAtvA viSuddhyarthaM）制息を6度行うべし。（Manu. 6-69）
　　　自ら抑制し、三度のサヴァナ（朝・正午・夕）に沐浴し（triXavaNa-snAyI）、贈り物

を受け取ることをやめ、ヴェーダを独詠し、与えることを常とし、すべての生き物の利

益となることを喜ぶ。（YAjJ.3-48）

　［17］原始聖典では螺髻梵志たちは、日にちを決めて行う大規模な供犠も行った。この時

には犠牲獣が供されるということもあったものと考えられる。しかし「法典」にはそうした

供犠の規定はない。確かに供犠の規定は存するが、それは日常的なものであって、しかも犠

牲を捧げるようなものではなかったと思われる。

　［17-1］しかし「スートラ」には林住期あるいは遊行期にある修行者が‘yajJa’を行う

べきだという規定は見いだせない。全てが学生期ないしは家住期にある者の義務として語ら

れている。ただ林住期に入住した牟尼（vanASramI muniH）の行うべき 10 ニヤマ行

（niyamAn daSa）のなかに祭祀（ijyA）が見いだされるのみである。（Vaikh. 2-4）
　犠牲については、次のように一切の生きものに慈愍平等忍辱清浄であるべきだとされてい

るから、そのような祀りが行われたものとは考えられない。

　　　林住者は……一切の生物に対して慈愍平等忍辱清浄にして（sarvabhUteXu dayAluH 

samaH kXAntaH Sucir）……、耕作地に生じたる球根・根・果物・野菜等を避くべし。

（Vaikh. 3-5）
　［17-2］「シャーストラ」には次のようにたくさんの規定がある。

　　　種々の清浄な牟尼の食べ物あるいは野菜、根、果実を用い、規則にしたがって〔家長

の時と〕同じ五大供犠を行うべし（mahAyajJAn nirvaped vidhipUrvakam）。（Manu. 
6-5）

　　　　規則にしたがってヴェーダを学び、定められた生き方（ダルマ）にしたがって息子

をもうけ、最善を尽くして供犠によって供犠（yajJa）を行った後に（iXTvA ca Saktito 

yajJair）、心を解脱に向けるべし。（Manu. 6-36）
　　　ヴェーダを学ばず、息子を作らず、供犠によって供犠を行わずに（aniStvA ca-eva 

yajJaiS ca）解脱を望むブラーフマナは地界に赴く。（Manu. 6-37）
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　　　プラジャーパティーに対して、全財産を報酬（ダクシナー）として供犠を行い

（prAjApatyaM nirupya-iXTim sarvavedasa-dakXiNAm）、自己の中に祭火を設置した後、

ブラーフマナは家から出て遍歴すべし（pravrajed gRhAt）。（Manu. 6-38）
　　　供犠（adhiyajJaM）に関するヴェーダ、神々に関する、アートマンに関する、および

ウパニシャッド（ヴェーダーンタ）において語られる〔ヴェーダ〕を絶えず低唱すべし。

（Manu. 6-83）
　　　森からであれ、家からであれ、プラジャーパティ神に対して、全財産を報酬（ダクシ

ナー）とする供犠をなし（kRtvA-iXTiM sarvavedasa-dakXiNAm）、その終わりに、自己

の中に〔3つの〕祭火を移行した後、……。（YAjJ.3-56）

　これらの文章からも解る通り、これらは家住期において行うべき努めとして書かれている

ようであるが、林住期の努めの節の中の文章であるので、その後のアーシュラマでも行われ

たものと解釈した。

　しかし犠牲獣を捧げるような供犠の規定ではないようである。むしろ、Manu. 6-8には
「すべての生き物に憐れみを持つべし（sarva-bhUta-anukampakaH）」とされ、YAjJ.3-48

には「全ての生き物の利益になることを喜ぶ」（sarva-sattva-hite rataH）とされる。

　また遊行者に対する規定には、

　　　生き物に僅かな恐怖をも生ぜしめないブラーフマナには（aNu-api bhUtAnAM dvijAn 

na-utpadyate bhayam）、肉体から解放された後、何ものに対する恐怖もない」

（Manu. 6-40）
　　　視線によって清められた足を置くべし（目の前をよく見て生き物がいないことを確か

めて足を地面に置く）。布によって清められた〔布で漉した〕水を飲むべし。（Manu. 
6-46）

　　　全ての生き物に危害を与えずに（sarvabhUtAny a-pIDayan）遍歴すべし。（Manu. 
6-52）

　　　生き物に危害を加えないことによって（ahiMsayA bhUtAnAm）不死にふさわしくなる。

（Manu. 6-60）
　　　生き物を守るために、夜も昼もまた身体がつらいときも常に地面を見て歩くべし。

（Manu. 6-68）
　　　気づかずに昼夜生き物を殺している（ahnA rAtryA ca yAJ jantUn hinasty ajJAnato）。

遍歴者はそれの清めのために沐浴をして制息を6度行うべし。（Manu. 6-69）
　　　不殺生（ahiMsayA）……および激しい苦行の実行によって、この世においてかのもの

の境地（ブラフマンとの合一）を獲得する。（Manu. 6-75）
　　　あらゆる生物を慈しみ（sarva-bhUta-hitaH）、……。（YAjJ.3-58）

というようなものが見られる。

　しかし家住期においては、犠牲を伴う供犠が行われた。

　　　動物はスヴァヤンブー自らによって供犠のために創造された（yajJArthaM paSavaH 

sRXTAH svayam eva svayaMbhuvA）。供犠はこの一切の繁栄のために〔創造された〕。

　それゆえに、供犠における殺害は殺害ではない（yajJasya bhUtyai sarvasya tasmAd 

yajJe vadho 'vadhaH）。（Manu. 5-39）
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　　　マドゥパルカ、供犠（yajJa）、祖霊および神々への祭儀（pitR-daivata-karmaNi）

－－これらの場合においてのみ動物を殺してよい、他の場合はならず、とマヌは言った

（madhuparke ca yajJe ca  atra-eva paSavo hiMsyA na-anyatra-ity abravIn manuH）。

（Manu. 5-41）
　　　規定に基づかないで動物を殺す者は、行い悪しきものとして恐ろしい地獄で動物の毛

の数と同じだけの日数を過ごさなければならない。（YAjJ.1-179）

　［18］螺髻梵志たちは修行として、蹲踞や立ったままで坐らないとか棘に臥すことも行っ

た。

　［18-1］これに関連すると思われる「スートラ」の規定には次のようなものがある。『ガ

ウタマ法経』には「三種のクリッチュラ苦行」として、「速疾に清められんと欲する者は日

中は立ち、夜間は坐すべし（tiXThed ahani rAtrAu-AsIta）」（Gaut. 26-6）とされている。
しかしこれは家住期に住する者の消罪法であると考えられる。

　『ヴァイカーナサ法経』（Vaikh. 1-8）には、妻を伴わずに林住者となる者には多くの種
類があって、その中に「常に上杖を持せる者（uddaNDa-saMvRttA）」「落ち穂を食う者」

「鴿の生活をする者（ kapota-vRttikA）」「石上に臥す者」「水中にもぐる者

（abhyavagAhina）」とともに、「１脚にて立てる者（eka-pAda-sthitAH）」が上げられて

いる。

　しかし原始聖典の記述そのままの修行法ではない。

　［18-2］「シャーストラ」には、

　　　日中は地面を横転しながら過ごすべし。あるいは爪先立ちし（prapadair）、あるい

は交互に立ち坐りして過ごすべし（sthAna-AsanAbhyAM viharet）。そして三度のサヴァ

ナ（日昇時、正午、日没時）に〔沐浴のために〕水〔辺〕に出かけるべし（Manu. 
6-22）。

　　　夜には清浄にして地面で眠るべし。昼は爪先歩きをして過ごすべし（divasaM 

prapadair nayet）。あるいは立ったり坐ったりを繰り返して（sthAna-Asana-vihArair 

vA）、あるいはヨーガを反復して。（YAjJ.3-51）

というような規定がある。これも原始聖典の記述に当たるかどうかは判らない。

　［19］螺髻梵志たちは、泥や灰（1）を身体に塗り、塵垢にまみれるというようなことも行っ

た。原始聖典の記述は結果的にそうなったというのではなく、清めのために身体に泥や灰を

塗り、塵垢にまみれたのであろう。しかし「法典」にはこのような規定は見いだせない。あ

るいは［10］に記したように、地面に横転して暮らすということから、結果的に泥にまみれ

るということになったのかもしれない。

　　　　（1）原実「灰」（『哲学論文集』1968.3　東京大学文学部）にシヴァ神やシヴァ教徒なかんずく

PASupata派に身体全体に灰を塗る習慣のあることが詳しく紹介され、その所以が考察されて

いる。

　［20］螺髻梵志たちはヴェーダや真言を誦した。これはバラモン教の修行者なら当然であっ
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て、今更その必要はあるまいとも思われるが、管見に触れた「法典」の規定を紹介しておく。

　［20-1］「スートラ」の規定には次のようなものがある。林住者については、

　　　林住者は常にヴェーダを読誦し（vAnaprastho nitya-svAdhyAyI）、……（Vaikh. 3-5）
　またしばしば紹介する『ヴァイカーナサ法経』（Vaikh. 2-4）の 10勧戒行（niyama）に

は「ヴェーダ読誦（svAdhyAya）」が含まれている。

　［20-2］「シャーストラ」の規定には次のようなものがある。林住者については、

　　　ヴェーダの独詠に日々専念し（svAdhyAye nityayuktaH）、忍耐強く、友好的で、心

が統一されており、常に与える者であって、受け取るものでなく、すべての生き物に憐

れみを持つべし。（Manu. 6-8）
　　　森に住むブラーフマナは、以上のおよびその他の生活規則を励行すべし。また自己の

成就のために、ウパニシャッドに含まれる種々の聖句（シュルティ）〔の勉学に励むべ

し〕（vividhAS ca-aupaniXadIr AtmasaMsiddhaye SrutIH）。（Manu. 6-29）
　　　規則に従い、ヴィヤーフリティおよびオームを唱えながら（vyAhRti-praNavair yuktA）

三度なされる制息は、ブラーフマナにとっての最高の苦行であると知るべし。（Manu. 
6-70）

　　　供犠に関するヴェーダ、神々に関する、アートマンに関する、およびウパニシャッド

（ヴェーダーンタ）において語られる（AdhyAtmikaM ca satataM vedAntAbhihitaM ca 

yat）（ヴェーダ）を絶えず低唱すべし（japed）。（Manu. 6-83）
　　　自ら抑制し、三度のサヴァナ（朝・正午・夕）に沐浴し、贈り物を受け取ることをや

め、ヴェーダを独詠し（svAdhyAyavAn）、与えることを常とし、……。（YAjJ.3-48）

　　　ヴェーダを学び終え、聖句の低唱（ジャパ）を実行し（japa-kRt）、息子をもうけ、

食物の布施をなし、祭火を保持し、最善を尽くして供犠をなしてきた者は、解脱に向け

て心を傾注すべし。これらの諸条件を満たさないものは許されない。（YAjJ.3-57）

という規定が見いだされる。

　遊行者については、

　　　規則にしたがってヴェーダを学び（adhItya vidhivadvedAn）、定められた生き方

（ダルマ）にしたがって息子をもうけ、最善を尽くして供犠によって供犠を行った後に、

心を解脱に向けるべし。（Manu. 6-36）
　　　ヴェーダを学び終え（adhIta-vedo）、聖句の低唱（ジャパ）を実行し（japa-kRt）、

息子をもうけ（putravAn）……〔これらを実行してきた者でなければ、遊行期に入るこ

とは〕許されない（na-anyathA）。（YAjJ.3-57）

とされるから、遊行者は全ての義務を卒業したものと考えられていたのかも知れない。しか

し、

　　　供犠に関するヴェーダ、神々に関する〔ヴェーダ〕、アートマンに関する〔ヴェーダ〕

およびウパニシャッド（ヴェーダーンタ）において語られる〔ヴェーダ〕を絶えず低唱

すべし（japed）。（Manu. 6-83）
とされるから、ヴェーダや真言を誦すことは終生なされたであろう。

　［21］螺髻梵志たちは持ち物として水瓶（kamaNDalu）を持っていた。
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　［21-1］「スートラ」には次のような規定がある。林住者としては、

　　　（林住入期の儀軌として）ソーマ祭を執行し子と孫とを見たる家住者は……妻ととも

に森のアーシュラマに行く。……竹杖（veNu-daNDa）・祭纓（upavIta）・水瓶

（kamaNDalu）・樹皮（valkala）等を準備す。（Vaikh. 2-1）
　　　（妻の林住者は）髮の端に至れる、あるいは曲がらざる竹の二杖をとる。……水瓶

（kamaNDalu）と土器（mRD）との二器をとり……。（Vaikh. 2-3）
　遊行者としては、

　　　バフーダカ（bahUdaka）比丘とは、三杖（tridaNDa）・水瓶（kamaNDalu）・赤汁に

て染めた袈裟衣（kAXAya-dhAtu-vastra）を持し、衣服を纏い、……七家に乞食をなし

て解脱を目的として行じる者なり。（Vaikh. 1-9）
　　　（遁世者の入住儀軌として）70 歳以上の老年に達したとき（ saptaty-UrdhvaM 

vRddho）、……午前に（pUrvAhNe）三杖（ tri-daNDa）・吊紐（ Sikya）・袈裟衣

（kASAya）・水瓶（kamaNDalu）・漉布（ap-pavitra）・土取器（mRd-grahaNI）・乞

食器（bhikXA-pAtra）を用意し、三重食を食いて（ trivRtaM prASya）後は断食す

（upavAsaM kRtvA）。（Vaikh. 2-6）
という規定の中に見られる。

　［21-2］「シャーストラ」には、遊行者の規定として

　　　頭髪・爪・髭を整え、鉢と杖と水壺を持ち（pAtrIdaNDI kusumbhavAn）、常に自己

制御し、すべての生き物に危害を加えずに遍歴すべし（Manu. 6-52）。
　　　あらゆる生物を慈しみ、平静を保ち、三杖を携え、水壺を携帯し（sa-kamaNDaluH）、

一人を楽しみ、遊行し、乞食のために村落に立ち寄るべし。（YAjJ.3-58）

というものがあり、またスナータカ（学生修了に際しての沐浴を終えた者）の生き方を定め

た規定のなかに

　　　竹の杖（vaiNavI yaXTi）、水を入れた壺（kamaNDalu）、祭儀紐、クシャ草の束、き

らきら輝く金の耳飾り１対を身につけるべし。（Manu. 4-36）
　　　金飾りをつけ、祭紐を帯び、〔竹〕杖を持ち、水壺（kamaNDalu）を携帯すべし。神

〔像〕・土〔塚〕・牝牛・ブラーフマナ・〔聖樹〕には右回りの礼をとるべし。

（YAjJ.1-132）

と定められており、『マヌ法典』には家長の生き方として、頭髪・爪・鬚を整え、竹の杖と

水を入れた壺を身に付けるとする。（Manu. 4-35,36）
　［21-3］以上によると、水瓶を持っていたのは修行者としての螺髻梵志のみでなく、バラ

モン文化の中にある者の通常の携帯品であったのかも知れない。

　［22］螺髻梵志たちは水瓶のほかに事火具や鉢を持っていて、これを天秤棒に前後にぶら

下げて運んだ。

　『マヌ法典』には林住者として、

　　　アグニホートラ祭火、および家庭祭火に関する道具を携えて（agnihotraM samAdAya 

gRhyaM ca-agni-paricchadam）、村から荒れ野に向かい、感官を制御して住むべし。

（Manu. 6-4）
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遊行者として、

　　　家を離れ、十分な清めの道具（パヴィトラ）を所持し（pavitra-upacito）、沈黙を守

り、迫る快楽に無関心となって遍歴すべし。（Manu. 6-41）
という規定がある。Manu. 6-52、Manu. 6-53、Manu. 6-54、YAjJ.3-60には持つべき鉢

や食器が規定されている。ただしここからはこれらを「天秤棒」で持ち運びしたのかどうか

は解らない。原始聖典において「天秤棒」と訳したのは‘khArikAja’という語であるが、

「法典」の電子テキストからは‘khArikAja’はもちろん、‘khAri’も‘khAra’も‘kAja’

も検索できない。むしろ原始仏教聖典はその実態を伝えたものであろうか。

　［23］螺髻梵志は杖も持っていた。その杖は「曲がった杖」とか「三杖」と呼ばれること

もある。「法典」の杖に関する規定には次のようなものがある。

　［23-1］「スートラ」の林住者に対する規定には、

　　　妻を伴わずに林住者となる者には多くの種類があって、その中に「常に上杖を持せる

者（uddaNDa-saMvRttA）」が上げられている。（Vaikh. 1-8）
　　　（林住入期の儀軌として）ソーマ祭を執行し子と孫とを見たる家住者は、かの子息等

を家に自立せしめて剃髪をなし（mauNDyaM kRtvA）、……竹杖（veNu-daNDa）・祭纓

（upavIta）・水瓶・樹皮等を準備す。（Vaikh. 2-1）
　　　（妻の林住者は）髮の端に至れる、あるいは曲がらざる竹の二杖（keSAnta-AyataM 

vA-apy avakraM vaiXNavaM dvi-daNDaM）をとる。……水瓶（kamaNDalu）と土器

（mRD）との二器をとり、……（Vaikh. 2-3）
　　　（遁世者の入住儀軌として）70 歳以上の老年に達したとき（ saptaty-UrdhvaM 

vRddho）、……午前に（pUrvAhNe）三杖（tri-daNDa）・吊紐（Sikya）・袈裟衣・水瓶・

漉布（ap-pavitra）・土取器（mRd-grahaNI）・乞食器を用意し……。（Vaikh. 2-6）
　また遊行期の者に対しては、

　　　バフーダカ（bahUdaka）比丘とは、三杖（tridaNDa）・水瓶（kamaNDalu）・赤汁に

て染めた袈裟衣（kAXAya-dhAtu-vastra）を持し、衣服を纏い、……七家に乞食をなし

て解脱を目的として行じる者なり。（Vaikh. 1-9）
　　　（比丘期法の生活として）三杖に袈裟･漉布を結びつけ頚の所にて左手にてこれを持

ち（tridaNDe kASAya-appavitra-AdIn yojayitvA kaNThe vAma-hastena dhArayan）、右

手にて乞食器を持ちつつ（dakXiNena bhikXA-pAtraM gRhItvA）、一日に一度清浄なる

婆羅門族の家に至り、一切神祭の終りに乞食を行ずべし（vaiSvadeva-ante bhikXAM 

caret）。（Vaikh. 3-6）
とする。

　しかし学生期にも杖を持つべきことが定められている。

　　　入法式の後学生（brahmacArin）は聖帯（mekhalA）・祭纓（upavIta）・羚羊皮

（ajina）・杖（daNDa）を持つべし。（Vaikh. 1-2）
　　　ナイシュティカ（naiXThika  終生）学生とは、赤汁にて染めたる袈裟衣（kAXAya）と

羚羊皮（ajina）または樹皮（valkala）を〔上衣として身に〕纏い、その頭を結髪し

（ jaTin）または頂髻にし（ Sikhin）、聖帯（mekhalin）・杖（daNDin）・祭纓
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（upavIta）・羚羊皮（ajina）を所持し、梵行に住し（brahmacArin）、清浄にして、…

…。（Vaikh. 1-2）
　　　婆羅門族の〔学生の携えるべき〕杖はビルヴァ木（bailva）またはパラーシャ木

（pAlASa）製たるべく、残りの〔両族の〕はアシュヴァッタ木（ASvattha）またはピー

ル木（pailava）製たるべし。……〔杖はすべて〕損傷せられざるもの、祭柱（yUpa）

のごとく〔その頭〕曲がりたるもの（vakra）、樹皮を有するものたるべし。その長さ

は〔階級に準じて携帯者の〕頭頂・前額・鼻端に達するものたるべし（Gaut. 1-21~
26）

　［23-2］「シャーストラ」には遊行者に対して、

　　　頭髪・爪・髭を整え、鉢と杖（daNDa）と水壺を持ち、常に自己制御し、すべての生

き物に危害を加えずに遍歴すべし（Manu. 6-52）。
　　　あらゆる生物を慈しみ、平静を保ち、三杖を携え（tri-daNDI）、水壺を携帯し、一人

を楽しみ、遊行し、乞食のために村落に立ち寄るべし。（YAjJ.3-58）

という規定が見られる。

　また学生期の持ち物として杖に言及され、

　　　ブラーフマナはビルヴァ樹（bailva）あるいはパラーシャ樹〔の杖〕（pAlASa）、ク

シャトリヤはヴァタ樹（vATa）あるいはカディラ樹〔の杖〕（khAdira）、ヴァイシャ

はピール樹（pailava）あるいはウドンバラ樹（audumbara）の杖（daNDa）にふさわし

い。（Manu. 2-45）
　　　杖（daNDa）、かもしか皮（ajina）〔の上衣〕、聖紐（upavIta）および腰帯

（mekhalA）を携帯すべし。（YAjJ.1-29）

とされる。

　『マヌ法典』には家長もまた、竹の杖と水を入れた壺を身に付けるとする（Manu. 
4-35,36）。『ヤージュナヴァルキヤ法典』（1-132）も同じである。

　『マヌ法典』や『ヤージュニャヴァルキヤ法典』には、林住期に杖を持つことの規定は見

いだせないが、上述のような状況からして、持っていなかったとはいえないであろう。

　［23-3］以上から林住者や遊行者の持つ杖は「三杖」と呼ばれるものであることが判る。

仏教聖典の中に見られる「三杖」という用語はこれであったわけである。

　またこの杖の長さはVaikh. 2-3に「髮の端に至れる」、Gaut. 1-21~26には「頭頂・前
額・鼻端に達する」とされる。大体身長と同じくらいの長さの杖であるから、ステッキのよ

うな短いものではない。

　その材料は林住期や遊行期の修行者が持つものは「竹」で作られたものであったようであ

るが、学生期には階級によって木が異なったようである。

　［24］螺髻梵志たちは進んで他の宗教者を供養した。

　［24-1］「スートラ」には林住者に対して次のように規定されている。

　　　（林住者は妻を伴う者と伴わない者とに分かれ、伴う者は４種に分かれる。その一つ

である）アウドゥンバラ（audumbara）林住者とは、不耕地に生じたる果物

（akRXTa-phala）または野草（oXadhi）を食し、あるいは根果（mUla-phala）を食いて

　　

　原始仏教聖典におけるバラモン修行者



生活し、……、天神（deva）・聖仙（RXi）・祖霊（pitR）・人間（manuXya）・来林者

（vana-caro）を供養し（pUjI）……。（Vaikh. 1-7）
　また Vaikh. 2-4に規定される林住期に入住した牟尼の 10ニヤマ行（niyamAn daSa）の

なかに布施（dAna）がある。Vaikh. 3-5 には、妻を伴わない林住者は「林住者あるいは家
住者に乞食」すべきことが期されている。

　［24-2］『マヌ法典』には、林住期にある者たちが他の修行者に供養すべきとして、次の

ように定められている。

　　　彼の食べ物の中から最善を尽くしてバリと施物を与えるべし（yad-bhakXaH syAd 

tato dadyAd baliM bhikXAM ca SaktitaH）。水、根、果実の施物によって庵を訪れる者

を敬うべし。（Manu. 6-7）
　　　ヴェーダの独詠に日々専念し、忍耐強く、友好的で、心が統一されており、常に与え

る者であって、受け取る者でなく（dAtA nityam anAdAtA）、すべての生き物に憐れみ

を持つべし。（Manu. 6-8）
　また YAjJ.3-54には林住者が林住者の家々にのみ（vAnaprastha-gRheXv eva）乞食する

ことが記されている。

　［24-3］彼らは出家であるから、他に布施する能力はないように思えるけれども、次の規

定に見られるように、他に供養することができる環境にあったらしいことが知られる。

　　　〔森で〕苦行中のブラーフマナ（tApaseXv eva vipreXu）あるいは森に住む他のブラー

フマナ家長から（gRhamedhiXu ca-anyeXu dvijeXu vanavAsiXu）、生きるに足る程度の

施物を受けるべし。（Manu. 6-27）
　それは家督を譲った息子の保護下にあったことを意味する。

　　　いっさいの行為を〔ヴェーダに〕委託して行為によってもたらされる罪を除去し、

〔感官を〕制御し、ヴェーダを復唱し、息子の保護のもとで安らかに暮らすべし

（putraiSvarye sukhaM vaset）。（Manu. 6-95）
　しかし遊行期にある者に対する規定はない。彼らはそのような状況にはなかったのであろ

う。

　［25］螺髻梵志らは欲を肯定していたともされるが、それは家族や夫婦でも許される出家

で、必ずしも「梵行」が絶対的に要求される形のものではなかったが故の偏見であろう。

「法典」には清らかな生活を保つべきことが定められている。

　［25-1］「スートラ」の規定を紹介する。『ヴァイカーナサ法経』（Vaikh. 2-4）では、
林住期に入住した牟尼（vanASramI muniH）としての10ニヤマ行（niyamAn daSa）のなか

に、肉欲制御（upasthanigraha）（1）が含まれる。また林住者の生活法と義務として、

　　　善戒者は善戒の妻と床を分かちて臥すべし（suvrataH suvratAH patnIM vinA-ekaH 

SayIta）。（Vaikh. 2-5）
と定められている。

　またこれは遊行者の義務であるが、

　　　袈裟衣を着し（kAsAya-dhAraNaM）、一切を捨離し交接を捨て（maithuna-varjanam）、

不偸盗等を行ずべし。（Vaikh. 3-6）
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　　　比丘は精液を超越すべし（Urdhva-retas）。（Gaut. 3-12）
とされ、

　　　比丘は貯蓄をなすべからず（anicaya）。（Gaut. 3-11）
として貯蓄も禁止されている。しかし林住者は

　　　〔頭を〕結髪にし（jaTila）、〔下衣として〕樹皮（cIra）、〔上衣として〕獣皮

（ajina）を纏うべし。1 カ年以上貯蔵せられたるものを食うべからず（na-atisaM- 

vatsaraM bhuJjIta）。（Gaut. 3-34~35）
とされるから、1年以内の食物の貯蓄は許されていたのかも知れない。

　［25-2］「シャーストラ」の規定を紹介する。林住者に対しては、

　　　妻を息子に託して、あるいは彼女を伴って森に入って林住者となり、性的禁欲を守り

（brahmacArI）、〔シュラウタ〕祭火と家庭祭火（アウパーサナ）を保持し、忍耐強く

あるべし。（YAjJ.3-45）

とされている。その他、禁欲的な生活をすべきことは規則の全体に言えることである。

　　　スナータカ（snAtaka）となったブラーフマナは、規則にしたがって以上のように家

というアーシュラマに位置した後、心を定め、正しく感官を制御して（niyato 

yathAvad-vijita-indriyaH）森に住すべし。（Manu. 6-1）
　　　アグニホートラ祭火、および家庭祭火に関する道具を携えて、村から荒れ野に向かい、

感官を制御して住むべし（nivasen niyata-indriyaH）。（Manu. 6-4）
　遊行者に対しては、

　　　〔一日に〕一度乞食に歩くべし。量の多いことに執着してはならない。なぜならば施

物に執着する遍歴者は感官の対象にも執着する（viXayeXu sajjati）からである（Manu. 
6-55）。

　　　不殺生、感官〔の対象〕への未執着（indriya-asaGgair）、ヴェーダに規定される行

為、および厳しい苦行の実行によって、この世においてかのものの境地（ブラフマンと

の合一）を獲得する。（Manu. 6-75）
　　　認識能力のあらゆる諸機能を完全に抑制し、欲望と憎悪を捨て（ rAga-dveXau 

prahAya）、生き物たちに恐怖を与えることを捨て去るとき、ドヴィジャは不死となる。

（YAjJ.3-61）

　　　真実を語ること、盗みをしないこと、怒らないこと、謙譲であること、清浄であるこ

と、叡知あること、堅忍不抜であること、自己抑制されていること（damaH）、感官が

統御されていること（saMyata-indriyatA）、学識があること、これらは普遍のダルマ

であるといわれている。（YAjJ.3-66）

とされている。

　しかし「スートラ」にもあったように、林住者については食物の貯蔵は 1年以内なら許さ

れていたようである。

　　　1 日、1 ヶ月、6 ヶ月、あるいは 1 年間はものを蓄えてもよい（ahno mAsasya 

XaNNAM vA tathA saMvatsarasya vA arthasya nicayaM kuryAt）。〔しかし〕アーシュ

ヴァユジャ月（9月から10月の雨期）には蓄えたものを捨てるべし。（YAjJ.3-47）

　［25-3］以上のように遊行期の生活をする者たちはもちろん、林住者についても「法典」
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を見るかぎりにおいては十分に禁欲的であって、厳しいものを要求されていた。それは彼ら

の生活が「苦行」と把握され、「罰」にも等しい厳しいものであったことを考えれば当然で

ある。しかし仏教側から見ると、修行者が夫婦帯同するという事実そのものが、あるいは食

物の貯蔵を許す事実そのものが、欲を肯定するように見えたのかもしれない。だからといっ

て原始仏教聖典が螺髻梵志は欲を肯定していたと伝えているならば、これは誤解というべき

であろう。仏教のように「戒律」によって、夫婦が共に出家生活をすることができないよう

なシステムを作らなかっただけと思われる。

　［25-4］しかし一方では林住者が家と断絶していないのは、彼らが家庭祭火を守るべきこ

とが要求されていることに象徴的に示されている。林住者が家庭祭火を守るべきことは、

Vaikh. 1-7、Manu. 6-4、YAjJ.3-45に定められている。
　　　　（1）‘upasthanigraha’は‘control of the sexual passion’と意味がつけられている。

　［26］螺髻梵志たちは天文地理や算数あるいは植物学的な知識を有する者として尊敬され

ていた。「法典」にはこれに関する特別の規程はないけれども、バラモンの努めとしてはヴェー

ダ学習があり、その中には天文学（jyotis）や測量学（SulbasUtra）なども含まれるのである

から、林住期や遊行期を過ごすバラモンたちなら、なおさらこうした知識を有していたこと

であろう。特に遊行者はそれを修得し終わった者とされる。一般の学生期の規定であるが、

　　　ブラーフマナの間での年長は知識に基づく（viprANAM jJAnato jyaiXThyaM）。クシャ

トリヤの場合は武勇、ヴァイシャの場合は穀物や財産、シュードラの場合は年齢に基づ

く。（Manu. 2-155）
というのも、そうしたことが前提になっているものと考えられる。

　［27］螺髻梵志の中で高徳のものは、「阿羅漢」とか「牟尼」「阿闍梨」と呼ばれた。阿

羅漢の用例は『マヌ法典』にも『ヤージュニャヴァルキヤ法典』にも見いだされないが、例

えば‘muni’は、

　　林住期に入住した牟尼は（vanASramI muniH）10ニヤマ行（niyamAn daSa）・10ヤマ

行（yama）を行ずべし。（Vaikh. 2-4）
などのように用いられる。その他、Manu. 1-58、59、3-257、6-5、11、15や YAjJ.1-2、

3-337などに見いだされる。　

　‘AcArya’も『ヴァイカーナサ法経』には家長の食物等を供養するべきものとして、比丘

（bhikXu）・賓客（athiti）・ヴェーダ学者（vedavida）・学バラモン（Srotriya）・父方の

伯父（pitRvya）などに並んで阿闍梨（AcArya）が数えられている。その他用例は Manu. 
2-109、140、145、YAjJ.1-33、49、109など枚挙にいとまがない。これらは釈尊時代のイ

ンドの各種の宗教界において共通して使われた、いわば普通名詞であったであろう。ただ

‘AcArya’が弟子と師匠の現実的な関係の上のみで使用されるなら、彼らはすでに引退して

いるわけであるからそれには当たらない。しかし尊称としては使用されていたであろう。

　‘arhat’は沙門系の宗教で使われた用語であろうことは【11】の［2］に述べた。

　［28］螺髻梵志は業の思想をもっていたとされる。釈尊当時の宗教者達が業の思想を有し
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ていたことは十分に推測されるところであるが、「業」の思想を直接表すと考えられる条項

を「法典」に見いだすのは困難である。なぜなら仏教が否定した火を祀り、沐浴や「供犠」

によって清らかになることを認めているからである。

　［29］原始仏教聖典によれば、彼らの住所には龍が住んでいる場合もあったようであるが、

これは螺髻梵志の有する特性というものではなかったであろう。したがって「法典」からそ

のようなことを推測させるようなものはない。

　［30］以上の結果を原始仏教聖典にならって、表にして整理してみよう。これは項目に関

する通りの記述があるかないかを示したものであり、○はある場合、×はそれに反する場合

である。△はあいまいな場合である。またその他の記述がある場合は、それを記入しておい

た。記述がないものについては空欄とした。


項　目

スートラ シャーストラ

学生 家住

（贖罪）

林住 遊行 学生 家住

（贖罪）

林住 遊行

1 バラモン階級（1） ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 出家（2） △ ○ ○ △ ○ ○

3 仙人 × × × × × ×

4 螺髻 ○+他 剃髪 ○ 剃、頂髻 ○+他 剃髪、

辮髪

○ 短髪

5 鬚・体毛・爪 ○ ○ ○ ×

6 鹿皮 ○ ○ ○ 毛皮、

牛皮

○

7 樹皮 ○+袈裟 ○ 袈裟 ○ ○ ぼろ布

8 不潔 ○

9 アーシュラマ ○

10 草庵 樹下 無住 小屋

（kuTi）
樹下 無住

11 集団 ？ × ？ ×

12 根・果実 △（3） ○ ○

13 節食・断食 ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 苦行 ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 火を祀る ○ ○

16 沐浴 ○ ○ ○ ○

17 供犠 ○ ○

18 蹲踞 △ △
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 19 泥や灰を塗る × ×

20 ヴェーダ・真言 ○ ○ ○ ○ ○ ○

21 水瓶 ○ ○ △ ○

22 天秤棒 △ △

23 杖 ○ ○ ○ ○ △ ○

24 供養 ○ × ○ ×

25 欲の肯定 △ × △ ×

26 知識 ○ ○ ○ ○

27 牟尼・阿闍梨 ○ ○ ○ ○





（1）例外あり

（2）学生は準出家

（3）熟して落ちた果実

　［31］上の表と、先に作成した仏教聖典の螺髻梵志の表を対照して考えてみよう。

　［31-1］上の表の林住期については、「スートラ」と「シャーストラ」ともにほとんどが

○になっている。この表は原始仏教聖典に登場する螺髻梵志の特徴を項目としたものであっ

て、これと相応するということは、仏教聖典に登場する螺髻梵志は「法典」に規定されるバ

ラモンの第3の「林住期」の生活規定と重なるということを意味する。特に後期の原始仏教

聖典に現れる螺髻梵志は「法典」の「林住者」とほとんどオーバーラップすると言ってよい。

したがって後期聖典の言う「螺髻梵志」は「法典」の言う「林住者」に相当すると結論でき

る。

　しかし「遊行者」については重なる部分もあるにはあるが反する項目も少なくない。特に

「螺髻梵志」の名の由来になっている髪形の相違はゆるがせにできない。

　［31-2］仏教聖典の表でも原始聖典の部分は△の部分があって、これはバラモンの修行者

にも例えば禿頭の者があったとか裸行あるいは袈裟の者があったということや、逆に他の宗

教者にも同様の特徴を有する場合があったなど、バラモンの修行者もそしてその他の宗教の

修行者も、ともにイメージが確定していなかったということを意味する。しかしこの△の示

すところは、むしろ「法典」のうちの「スートラ」の規定する遊行者の特徴と重なると言っ

てよい。「スートラ」では遊行者には禿頭も袈裟も許されているからである。

　古い時代にはそれぞれの宗教の修行者のイメージが確立していなかったということは、

「スートラ」の時代の遊行者像は禿頭でも頂髪でも、袈裟でも裸行でも一衣でもよいとされ

るように「法典」からも言いうる。しかし「シャーストラ」時代になると、遊行者は禿頭や

袈裟ではなく短髪や糞掃衣ということになった。

　［31-3］以上をまとめると次のようになろう。原始仏教聖典の時代はバラモン教の修行者

もニガンタ（ジャイナ教）の修行者もあまり区別がなかった。要するにバラモン教やニガン

タの修行者の中には、螺髻にする者も禿頭にするものも頂髪にする者もあったし、鹿皮や樹

皮を着る者も、袈裟を着る者も、一衣の者も、裸行の者もあって、必ずしも特定のイメージ
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はなかった。このうち「螺髻」にするバラモン修行者の代表者が三迦葉であり、またケーニ

ヤであった。しかし後期の原始聖典時代になるとバラモンの修行者像は「螺髻にした者」

「鹿皮や樹皮を着た者」というイメージが定着し、ニガンタの徒は裸行、そして仏教の修行

者は禿頭で鹿皮や樹皮ではない三衣を着るということになった、ということになるであろう。

　一方これを「法典」の規定から言い換えてみると、原始聖典のバラモンの修行者像は林住

者と遊行者を区別せずに一緒に扱っていたが、後期聖典ではバラモンの修行者のうちの遊行

期にある者については無視し、もっぱら林住期の修行者をもってバラモン教の修行者像とし

た、ということになるであろう。「スートラ」においても「シャーストラ」ほどではないが、

それでも林住期と遊行期の生活はそれなりに区別されているが、しかし遊行期の生活規定に

は例えば禿頭と頂髪の両方が認められているように、あまりはっきりしない部分もあること

も否定できない。現実には原始仏教聖典が描くようにそれほどきちんと分けられていなかっ

たものが、すなわち第3と第4のアーシュラマはそれほどきちんと分けられていなかったも

のが、徐々に区分されていったものと考えることができるかも知れない。

　［31-4］上述のように考えると、時代が下るにつれてバラモン教も仏教もそれぞれが独自

性を発揮し、個別化を図るようになったのである。それが後期の原始仏教聖典や「シャース

トラ」から推測されるのであるが、実は「律蔵」に規定される仏教の比丘・比丘尼の生活規

定を見ると、すでにその意図が明らかに見て取れる。「律蔵」はここでは原始聖典として扱っ

ているのであるが、実際に現形にまとめられたのは、かなり後になってからの可能性も否定

できない。しかし細部にわたって検討を施すことになると、この作業を最初から見直さなけ

ればならないことになるので、取りあえずは大ざっぱに「律蔵」の細かな規定は、後世に付

加ないしは変更された可能性があることのみを指摘しておくに止めたい。
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